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令和６年９月11日 議案審査（総務建設分科会・委員会） 

 

開会 午前 ８時５４分 

 

○議会事務局（瀬々  君）  それでは、定刻より早いですけれども、互礼をもって始めさせ

ていただきます。ご起立ください。 

 相互に礼。 

         〔起立・礼〕 

○議会事務局（瀬々  君）  ご着席ください。 

 それでは、分科会長、ご挨拶をお願いいたします。 

○分科会長（西下敦基君）  改めまして、おはようございます。３日目ということで、今日は

建設経済部の１日ということで、発議もできたらよろしくお願いいたします。 

 挨拶は以上となります。 

○議会事務局（瀬々  君）  ありがとうございます。 

 それでは、ここから先の進行につきましても、分科会長、よろしくお願いいたします。 

○分科会長（西下敦基君）  昨日に引き続き、一般会計予算決算総務建設分科会を開会いたし

ます。 

 これより議事に入ります。 

 本委員会に付託されました議案第53号令和５年度菊川市一般会計歳入歳出決算の認定につ

いてのうち、総務建設分科会主管に係る項目を議題とします。 

 これより質疑を行いますが、部ごと順番に行います。質疑、答弁に当たっては、必ず冒頭

で番号、役職名をはっきり述べて、大きな声でマイクを入れて発言するようにお願いいたし

ます。ご意見については、自由討議で述べていただくようにお願いいたします。なお、本件

につきましては、９月25日に開催される予定の一般会計予算決算委員会にて採決を行います。 

 初めに、建設経済部の審査を行います。星野建設経済部長、所管する課名等を述べてくだ

さい。星野部長。 

○建設経済部長（星野和吉君）  建設経済部長です。本日よろしくお願いします。 

 午前中ですけど、建設課、都市計画課、その後に農林課、茶業振興課、午後になりますが、

商工観光課と産業支援センターになりますのでよろしくお願いします。 

 以上です。 
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○分科会長（西下敦基君）  それでは、建設課の決算審査を行います。 

 通告順に行いますので、最初は松本委員からお願いします。14番。 

○１４番（松本正幸君）  14番 松本です。それでは６款２項２目道路維持管理費、決算書の

ほうが89ページになります。 

 質疑の内容でありますが、自治会が実施している委託の件数と維持管理作業の内容は何か、

お伺いいたします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。淺羽課長。 

○建設課長（淺羽 淳君）  建設課長です。よろしくお願いします。松本議員の質疑にお答え

いたします。 

 自治会が実施している委託の件数は、令和５年度は11件でした。維持管理作業の内容は、

草刈りや樹木の枝の伐採です。補足になりますが、11件の内訳としては、牛渕自治会で４件、

古谷自治会で４件、丹野自治会で１件、奥横地自治会で２件の11件です。 

 内容といたしましては、毎年自治会長さんにお分けしている自治会の手引きの中に、委託

料補助金などという項目が（１）から（25）までありまして、そのうちの６項目が建設課で、

その中の（18）の道路愛護車両借り上げ料ということで、市道認定された幅員４メートル以

上の生活道路、もしくは指定された通学路で道路愛護活動で使用した車両及び機械使用代、

機械借り上げ料を補助しているものとなります。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。14番。 

○１４番（松本正幸君）  14番です。再質疑でありますけれども、これは11件の委託に出して

いるということなんですけれども、道路関係でね、草刈りとか、その枝の関係はあるんでし

ょうけれども、自主的に、こう緑地、緑地とか歩道の管理、こういったものの委託をしてい

る、自治会へ委託しているものはあるんでしょうか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。淺羽課長。 

○建設課長（淺羽 淳君）  建設課長です。今言ったのは、地元で、生活道路みたいなところ

で、幹線道路じゃないところも、軽トラとか草刈り機を出してやってもらっている。そのと

きにおっしゃった緑地とかみたいのは、アダプトロードプログラムっていうのがあって、街

路みたいな、小川端の会とか、掛浜線の県道沿いである花水木の会とか、そういうところ、

そっちは県道になって、最初言った小川端は今、県道から市道になったんですけど、そうい

うところに対しては団体として、１年間、花を植えたり、そういう活動をしてくださってい
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るので、材料支給や補助などをしているようなところが何か所かあります。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。14番。 

○１４番（松本正幸君）  14番です。あの、県のアダプトロードの関係は分かっているんです

けれども、菊川型のいわゆるアダプトロード、そういったものはないと思うんですけれども、

基本的にそういった類で、自治会へ委託しているというものはないんですよね。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。淺羽課長。 

○建設課長（淺羽 淳君）  建設課長です。今ちょっと係長に確認しましたが、県の道路愛護

でアダプトロードプログラム、あと県管理河川でリバーフレンドシップというところで、材

料支給とか毎年支給しているので、市のほうは道路について、河川についてそういったもの

はございません。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。14番。 

○１４番（松本正幸君）  14番ですが、路線によってね、こう優先順位の高いような道路その

もの、まあ１級とか２級とかあるでしょうけれども、そういったものについては、どうせ市

のほうで管理をしにゃあいかんと思うんですけれども、その次くらいのクラスが非常にこう

草が繁茂して走りにくいケース、道路上でこう草が、路肩部分ですね、そういう部分がある

もんですから、そういったところの関係はどういうふうに今現在処理しているのか、お伺い

いたします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。淺羽課長。 

○建設課長（淺羽 淳君）  建設課長です。確かに、幹線道路は年間通して業務委託してます。

それ以外のところについては、地域の声、自治会長さんとか地元の声を聞いて、まあうちの

職員だったり道路パトロール、先日も須藤議員から、奥の谷のちょっと歩道があるとかって、

そこはもう、昨日やり終わって、そこも地元で、先ほど言ったように、アダプタロードプロ

グラムみたいなのを市で作ってやればいいのか、人口減少と高齢化とかでなかなか手が入ら

んので、まあ声が上がって、通行に支障があるようなところとか、そういうところは、うち

の道路パトロール、営業の職員が２人おりますので、そういうところで対応してるというの

が現状です。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。14番。 
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○１４番（松本正幸君）  実際、予算のつけ具合とか、なかなか厳しい予算確保になると思う

んで、そういった面でやっぱり、その付近の皆さんに、ぜひ協力的な形で、何かお手伝いで

きるような形、そういった部分できると非常にいいなと思うんですけれども、それから、先

ほど言ったような菊川型のアダプトロードのいわゆる活動支援的なものができるといいなっ

て考えているんですけれども、また、それぞれな考え方ってあるかと思うので、せっかく建

設課、都市計画課、こういったものの中で少し考えていただければ、そういうふうに思って

おりますので、よろしくお願いいたします。 

○分科会長（西下敦基君）  最後はご意見でいいですか。 

 この点に関連はなければ、次に移ります。よろしいですか。17番。 

○１７番（山下 修君）  すみません、今、課長の答弁で、幹線道路と、こういうふうに言っ

ていただきましたけれども、幹線道路イコール１、２級市道、イコールだということでよろ

しいですか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。淺羽課長。 

○建設課長（淺羽 淳君）  基本的には、基本的にはと言うと申し訳ないですけど、１、２級

市道で毎年やっているというところがあります。全てが入っているわけではありません。 

○１７番（山下 修君）  全てが入っているわけではない。 

○建設課長（淺羽 淳君）  まあ、声の大きいところ、まあ、車両の通行が多い、車両の通行

が多かったり、影響の大きいところをやっているので、申し訳ないですが、全てはできてい

ないというのが状況です。 

 以上です。 

○１７番（山下 修君）  ありがとうございました。 

○分科会長（西下敦基君）  よろしいですか。 

 そしたら、２番目のほうを私から質問させてもらいます。 

 ８款２項４目うち単独交通安定施設整備事業費ということで、成果表だと95ページですね。

質問内容は、通学路の合同点検を実施し、対策工事をしたとあるが、場所と工事内容につい

てお伺いします。 

 答弁を求めます。淺羽課長。 

○建設課長（淺羽 淳君）  建設課長です。西下議員のご質疑にお答えいたします。 

 まず、通学路合同点検の所管は、学校教育課となります。 

 最初に、通学路合同点検の流れをちょっと簡単にご説明しますと、年度が変わって４月か
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ら５月にかけて、小中学校さんで職員の目で見た危険箇所の点検を行うと。その後、小学校

さんで交通安全を語る会ということで、児童及び保護者、自治会、スクールガードの方など

と危険箇所を共有しながら、まず学校の意見を集約するということです。その意見を、学校

教育課のほうに自治会要望も含めて優先順位をつけて上げることになります。学校教育課の

ほうで、通学路における交通安全対策検討会というのを７月頃、招集することとなっており

ます。その後、８月にその調査票の結果をもとに、各小中学校、学校教育課、地域支援課、

菊川警察署、土木事務所、あと建設課が現場確認をいたします。その結果をもとに、箇所ご

との対策の検討を行います。 

 去年度、合同点検、関係者による現場での通学路における交通安全対策検討会の結果、建

設課において実施した対策工事ですが、まず１つは外側線の設置です。場所は岳洋通り線、

岳洋中学校北側です。南32号線、南山会館東側、宮川西方線、菊川踏切北側、三沢本線、三

沢橋の北西、万田沖坪線、中央こども園西側の５路線で1,483メートルの外側線を設置いたし

ました。 

 次に、カーブ注意、止まれなどの文字の引き直しをした箇所は、先ほど外側線を設置した

岳洋通り線の岳洋中学校北側、万田沖坪線、中央こども園西側、西174号線、堂山公民館北西、

大石線、大石構造改善センター東側、国道線の日産交差点の５路線で９箇所となります。 

 そのほかに、ゾーン30の路面表示については、南部第２、６の39号線で、西方川にかかる

平松橋北東部で１箇所、路面表示を実施しました。 

 最後に、転落防止策について、河東線若宮神社北で新設15メートル、撤去２メートルを実

施いたしました。 

 以上が、通学路合同点検を実施し、その結果、去年度で対策工事を実施した箇所と工事内

容になります。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  分かりました。 

 質問ですが、ホームページ見て公表を見ると、二、三年前のものが公表されている、それ

は学校教育関係の方がちょっとやって担当されているのか、お伺いします。 

 答弁を求めます。淺羽課長。 

○建設課長（淺羽 淳君）  建設課長です。そうですね、通学路の指定された箇所やホーム

ページに載っているものは、学校教育課の担当でそちらで随時更新しているはずですが、古

い情報が載っているかなと感じております。 
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 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  分かりました。そこらはもしかしたら課として連携して何かして

いただければと思いました。 

 私からは、以上です。 

 関連して何かあれば。なければ次のところに移ります。 

 ３つ目が私からで、８款３項２目の河川１総務管理費ということで、ちょっと委員会とし

て視察をぐるっとさせてもらった部分になりますが、質問内容としては、河川や水路によっ

て流下阻害の原因となる恐れがある雑木などの伐採をしたとがあるが、どの場所でどの程度

実施されたのか。河川愛護団体への補助金を支払ったとあるが、十分な予算規模であったの

か、お伺いします。 

 答弁を求めます。淺羽課長。 

○建設課長（淺羽 淳君）  建設課長です。西下議員のご質疑にお答えいたします。 

 総務建設委員会で回られたのは、多分、県河川だと思います。市のほうで実施したのは市

の普通河川であります。場所は島ノ川、堂ノ谷川、下前田川で、雑木と除草合わせて2,660平

米を業者にて実施いたしました。 

 そのほか決算とは別になりますが、先ほど申し上げた道路パトロールや職員で対応したも

のとして主なものとして、高田区ひかり団地西側水路や下平川の篠原医院隣接水路などを実

施いたしました。 

 次に、河川愛護団体への補助金ですが、予算については毎年、菊川市河川改修促進連合協

議会役員にて、役員である委員の皆さまにお諮りし、その後、各河川改修促進委員会の団体

宛に書面議決にてお認めいただいているものとなります。今年もコロナが明けましていくつ

かの河川改修促進委員会の総会に出席させていただく中でご意見等いただいております。西

方川や小出川、この間、栗原川、牛渕川の流域の総会にお招きいただき、いろいろご意見を

いただきました。お認めいただいた予算内で昨年度予定していた愛護事業を実施することが

できたと考えております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりましたが、県河川とあと市のところって、境ってど

ういうふうに見分けたらいいのかって、多分、市のところも見てたと思うんですけど、はっ

きりした境を自分は把握できなかった。そこら辺というのはどうですか。 

 答弁を求めます。加藤係長。 
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○建設課主幹兼管理係長（加藤守彦君）  県と市の河川の境に標識が立っておりまして、例え

ば牛渕川でしたら極楽寺さんの東側のところ、あそこのところに標識が立っておりますが、

そこまでが県の管理下ということになっております。 

 また、参考にですけれども、国と県の境につきましても高いところに標識が立っておりま

すので、そのように分かるようになっております。 

○分科会長（西下敦基君）  分かりました。ちょっと一例です。丹野川って、全部が県河川に

なるんですか。市はないんですか、と思ったんです。 

 答弁を求めます。加藤係長。 

○建設課主幹兼管理係長（加藤守彦君）  丹野川ですけど、丹野池のところの手前、南側のと

ころまでが県管理になりますので、市のほうはもうそこのところで、市の管理河川ではあり

ませんので。 

○分科会長（西下敦基君）  分かりました。理解しました。 

 自分からは以上ですが、ほかに関連質疑ありませんか。14番。 

○１４番（松本正幸君）  河川の種類の関係で質疑あったんですけれども、県のほうの河川で

行くと、その次に来るのが準用河川というのが本来あるべき形になっとるかと思うんですけ

れども、普通河川に市のほうの関係になってくるような形あるんですけれども、この準用河

川の管理はどこがやられているのか。また準用河川がどこになるのか、少し教えていただき

たい。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。淺羽課長。 

○建設課長（淺羽 淳君）  建設課長です。そうですね、まず菊川、国安から富田頭首工まで

本線、丹野川、牛渕川、黒沢川の一部が国の管理。その支線に入ってくるのがほとんど県管

理河川。直接、市の管理河川が直轄に入ることもあります。 

 今、おっしゃった準用河川、河川法を準用している河川が市内に473号線を中心にあと砂防

堰堤何か所かあって、ちょっと今、箇所は申し上げますが、それが河川法を準用しています。

それ以外の河川が普通河川という、河川法によらない河川ということで、主に市の管理、水

路とか小さいものを含めて市の管理ということになる、そういう区分けになる。 

 それで、準用河川については今、係長のほうが探してるんでお答えができるかな。 

○１４番（松本正幸君）  全てでなくてもどういったところが準用河川なのか。 

○建設課長（淺羽 淳君）  すみません、準用は、古谷、古谷川がそうですね。丹野のは全部

県管理。あと473がらみで作った堰堤が４か所、５か所ぐらい、馬喰沢とか六本松沢とかそう
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いうのが、砂防堰堤が河川法を準用する施設となって、定期的にしゅんせつをしているとい

うようなものになってます。あんまり準用河川というのは菊川市ではあんまりないかなと思

っています。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。 

 １点、自分から。先ほど県河川で結局、市民の方から草刈りができない、どうにかならな

いかっていうことで、県の管轄ですけど市が予算して対応したりというのは可能なのかどう

か。他市でどうなのか。結局、県が予算ないから、県に要望してもなかなか進まない形かと

思いましたので、お伺いします。淺羽課長。 

○建設課長（淺羽 淳君）  建設課長です。草刈りの話をすると長くなるかと思いますが、基

本的に、県では維持管理するための草刈りはしないということで、前も、一般質問でも毎年

出てきますけど、国土交通局事務所のホームページにも載って、できる範囲地元でやってく

ださい。流下阻害になるような雑木とか、そういうものについて、河道掘削、河川しゅんせ

つとか行うということで、環境美化のための草刈りはやらない。 

 うちで持っている河川改修促進連合協議会で、500万ほどの予算がありまして、そのうちの

プロイトホークに入ってくる予算を、菊川市、掛川市、袋井市、磐田市に仕分けると、毎年

70万円くらいの予算が県から来ます。500万のうち70万ぐらいが県、残りは市の予算、一般財

源で賄っているという現状です。 

 あとは地元の方が、できなくなるとか、大変だという声は毎年どこでも聞いていて、お金

の問題なのか、労力的にえらいのかというところで、県も市もリモコン式草刈り機とか、簡

易で刈れるような持ち運びができる草刈り機とか、大型草刈り機を貸す中で、負担軽減、労

力を減らすことを目的にやります。ただ、全部河川管理者がやるというと、県へお願いする

けど、先ほど委員長おっしゃられたように、なかなかやらないというかできないというよう

な現状で、河川改修を進めていきたい。幾つかの河川改修促進委員会の総会行くと、やはり

地域の河川は地域で守るべきだという声の人もいるし、そうじゃない人もいるしというのが

現状です。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  分かりました。可能かどうかというのだけ、もし県のところ、市

が予算を出せるかどうかだけ確認させてください。 

 答弁求めます。淺羽課長。 
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○建設課長（淺羽 淳君）  建設課長です。先ほど申し上げましたように補助金500万のうち

430万ぐらいは市のお金から河川改修促進連合協議会に出しているので、もうそれが、草刈り

のお金として皆さんにお分けしているので、昔から現在も補助を出している。それをもっと

多くするのか、少なくするのかというと、予算の範囲内でやっていくというお答えになりま

す。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  分かりました。自分からは以上です。 

 16番。 

○１６番（横山隆一君）  16番ですね。今の件ですけど、何年か草刈りを放置すると、自治会

等ではなかなか対応できなくなってしまうんですけど、そういう箇所が、内田地区というか

何か所かあるんですけどね、そうした手が入らなくなってた、自治会に対応できなくなって

いる箇所というのは、大体何箇所ぐらいあるんですかね。というのは今言うように、県は、

西方川のため池などそうだと思うんですけど、何か所ぐらいあるんですかね。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。淺羽課長。 

○建設課長（淺羽 淳君）  建設課長です。何箇所って、いつから何箇所というのはあれなん

ですが、毎年、草刈りの実績を出していただく中で、やる、やらんも含めて、当初にちょっ

とここは今年、もう今年からえらいやという意見を聞いたりする中で、だんだんちょっとず

つ減ってきているような状況。そこを無理して、危険なところとか人がいないところやって

というお願いはしてないので、できる範囲でお願いしますということなんで、何箇所かとい

うと、いつから何箇所かというとちょっと分からないんですが、自分がいる中では、年間そ

ういう声を聞く中で、１箇所２箇所減ってきていたり、それでも頑張って、まだ今年はやる

ぜというところから、というのが現状。 

 それで、先ほど言ったように、１年放置しちゃうともう大きくなって地元じゃ手を出せん

もんで、県がやるかというと、流下阻害になるようならやるし、環境美化のためならやらな

いという、そのまま放置するというのが現状です。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質問いいですか。この件はよろしいです

か。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  以上で、建設課のほうは３つ質問が終わりましたけど、含めて何
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かあれば、なければ、都市計画課に移りますが。 

 以上で、建設課の審査を終了します。 

 続いて、都市計画課の決算審査に移ります。事前通知の順に質問させてもらいますが、私

から４番目の質問をさせていただきます。 

 ８款４項１目都市計画推進費ということで、104ページの質問内容が、委託料について事業

内容と効果についてお伺いします。 

 答弁を求めます。萩田課長。 

○参事兼都市計画課長（萩田高秀君）  都市計画課長です。西下議員の質疑についてお答えい

たします。 

 委託料には、都市基本図修正業務委託料と、菊川駅周辺空間活用調査業務委託の２つの業

務を実施しました。まず、これらの事業内容と効果についてですが、まず、都市基本図修正

業務委託料についてですが、令和２年度から４年度にかけまして修正を行った都市計画基本

図、これは2,500分の１のデータなんですけれども、これをもとに縮尺を変更して、１万分の

１と１万5,000分の１、それから２万5,000分の１の図面を作成しました。これらの図面は市

役所の窓口で販売するとともに、インターネット上でオープンデータとして閲覧が可能とな

っており、様々なことに活用ができるようなものとなっております。 

 次に、菊川駅周辺空間活用調査業務委託料についてですが、新しく生まれ変わる駅周辺に

ついて、過年度から市民の皆さんから数多くの意見をいただいており、これらを１つに取り

まとめるとともに、まだ意見を集約できていなかった子育て世代、それから若い世代を中心

としたところですけれども、そういったところにアンケートを取ったり、ワークショップを

行いながら新たな意見を取り込むようにしまして、それを１つにまとめて、菊川駅周辺活用

構想、それを作り、今年の３月に公表させてもらったところです。 

 この構想につきましては、菊川駅周辺に関わる全ての人が官民連携による活動や事業を行

う際の共通の方向性を示す、まちづくりの道しるべというような形で取りまとめておりまし

て、まちづくりの実践を積み重ねながらこれをアップデートして、そうした形でエリアの価

値の向上を目指していくというようなものとしております。 

 現在、南北自由通路の整備を行っておりますが、これに併せて南と北の駅前広場の整備も

やっていくわけなんですが、こちらの測量設計を実施しておりまして、こちらの設計に当た

りましては、この空間活用構想のアイデアを可能な限り取り入れることで活用してまいりた

いと考えております。 
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 以上となります。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁をいただきました。 

 ちょっと自分から再質問を。都市計画道路のようなやつで、オープンデータとしたという

ことですけど、これ菊川マップとか全然違うものでいいのか、確認と、あとこのもう１つの

菊川駅周辺空間活用の構想を公表したということで、もう１つにぎわいづくりのやつが別で

何かであったかと思うんですけど、そこら辺の関係性ってどうなのかなと思ったんですけど、

その２点について質問させてもらいます。 

 答弁を求めます。萩田課長。 

○参事兼都市計画課長（萩田高秀君）  都市計画課長です。初めに、このオープンデータのほ

うですけれども、菊川マップのほうにも公表、公開をしております。それで、活用できるよ

うな形になっています。 

 もう１つの空間活用構想の取りまとめと、そのにぎわいづくりの関係ですけれども、恐ら

くにぎわいづくりというのは、東館のほうでやってるにぎわいづくり研究会のことだと思い

ますが、その枠組みも活用させていただきながら、そこに参加していただいている方から推

薦をしてもらって、このワークショップを行った際に、そのメンバーとして選出してもらっ

て、そちらとも関連を持ちながら空間活用構想というのをまとめていきましたという形にな

ります。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  すみません、あともう１つ、この構想のほうの委託料って、この

個別のほうの金額、もし分かればお願いします。 

 答弁を求めます。笹瀬係長。 

○都市計画課主幹兼都市計画係長（笹瀬泰広君）  都市計画係長の笹瀬です。空間活用の作成

業務委託料の金額なんですが627万円になっています。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  分かりました。 

 自分からは以上です。関連があれば、なければ次でもよろしいですか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ５番目の質問を松本委員からお願いします。14番。 

○１４番（松本正幸君）  14番 松本です。ただいまの委託の関係と大分かぶっておりますの

で、再度また確認をさせていただきたいと思いますけれども、駅北整備事業費の中で、決算
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書の92ページになりますけれども、駅北側の市街地整備の検討、また駅周辺の空間活用計画

の研究等の進捗状況、それから今後のスケジュールはということで始めにお伺いいたします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。萩田課長。 

○参事兼都市計画課長（萩田高秀君）  都市計画課長です。松本議員の質疑についてお答えい

たします。 

 駅北側の市街地整備についてですけれども、こちらについては、令和４年の10月に駅北地

域の地権者を中心として立ち上げました駅北まちづくり研究会において、令和４年度に３回、

令和５年度に２回の勉強会を開催しております。令和４年度は、先進地視察や現地調査、そ

れからワークショップを通して地域の課題を抽出するとともに、まちづくりの手法などを勉

強しました。令和５年度につきましては、ワークショップにより研究会としての仮エリアを

まとめまして、地域の将来像についても意見交換をしたところであります。また、昨年12月

には、仮エリア内の全地権者を対象とした意向調査、アンケート調査を実施しまして、結果

については、先月８月24日に開催した全体説明会で報告を行ったところであります。今後の

スケジュールについては、研究会の軸に検討を重ねていきまして、全体説明会で報告すると

いう形を取りながら、地権者や居住者の皆さまとともにまちづくりを考えていきます。 

 また、農振除外とか都市計画決定などの法的な手続もございますので、そちらについては

各種関係機関と協議を進めてまいります。 

 続いて、駅周辺の空間活用の研究等につきましては、先ほどの質疑でも答弁させていただ

きましたが、これまで市民意見を今後のまちづくりの道しるべとして取りまとめました菊川

駅周辺空間活用構想ですので、これを将来の駅北の新市街地整備も、これらを取りまとめる

に当たりましては駅北の新市街地整備もイメージして取りまとめておりますので、まちづく

りの実践を積み重ねながら、この構想をアップデートしてエリアの価値の向上を目指してい

きたいと考えております。 

 以上となります。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。14番。 

○１４番（松本正幸君）  先ほど地権者との意見交換とか、いろいろと意向調査とかやられた

ということで、８月に報告会を実施したというようなことが説明でありましたけれども、そ

の報告会の内容、重かったものだけでいいものですから、どのような報告を行ったのか、少

し説明をお願いします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁をお求めします。萩田課長。 
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○参事兼都市計画課長（萩田高秀君）  都市計画課長です。８月24日に全体の説明会というこ

とで、このエリアに関する地権者の方、それから自治会の自治会長さん、それから地元の議

員の皆さんもご出席いただきまして、説明会という形で行いました。そういった形で全体に

お話しするのは初めての機会でしたので、まず駅北のポテンシャルが上がって、これから将

来について考えていかなければいけないということで、これまでの勉強会を先に立ち上げた

部分もありましたので、その勉強会による検討の状況をお伝えするとともに、あとそのアン

ケート調査も行っておりますので、そのアンケート調査の結果を皆さんにお伝えして、今の

進めている状況を把握してもらうことをさせてもらいました。 

 その上で、今後の進め方については、そのまちづくり研究会、こちらのほうで引き続き、

そちらを中心として検討を積み重ねさせてもらって、今後、進めていくということについて、

その全体、皆さんの中で了承を得たという形で、今回はその進め方について了解をいただく

ということをメインに行いまして、進め方についてはオーケーということをいただきました

ので、今後はまちづくり研究会をベースに細かな検討に入っていくような、そんなふうに考

えております。 

 以上となります。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。14番。 

○１４番（松本正幸君）  14番です。ある程度、行政のほうでスケジュール的なものは組んで

いると思うんですけれども、こういった空間利用とか、こういったものの関係というのはす

ごく重要なことだと思います。地権者の関係もあります。そういった面も含めて、いろいろ

な調査等を加えているようですけれども、目標とした形で進んでいるんでしょうか。その点

についてお伺いいたします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。萩田課長。 

○参事兼都市計画課長（萩田高秀君）  都市計画課長です。スケジュールにつきましては、大

まかな進め方についてはお話ししたけれども、何年にどこまでということは、全体の説明会

ではしていないんですが、今のところこちらで考えているスケジュールどおりに進んでいま

す。今回はその研究会での進め方について、了承を得られるかどうかというところもあった

ので、それが得られないと進め方についてまた議論を深めていかないといけない時間がある

のにかかってしまうかと思って、もう少し長期化するんじゃないかということを想定はして

いたんですが、そういう意味では、今後も計画どおりに進めていけるのかなというふうには

考えております。 
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 以上となります。 

○分科会長（西下敦基君）  よろしいですか。関連で16番。 

○１６番（横山隆一君）  関連で16番 横山ですが、この事業は都市計画のマスタープラン、

町部地区の将来構想で進められているわけですが、今、進め方を取りあえず決めるというこ

とだったんですが、これ民間の主導でという話であったわけですが、その辺はどのようにお

考えでしょうか。実施主体というのはどこにあるんでしょうか。事業主体です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。萩田課長。 

○参事兼都市計画課長（萩田高秀君）  都市計画課長です。ただいまのご質疑にお答えいたし

ます。 

 まず、マスタープランに位置づけている事業ということで、それも意識した形で進めてお

りまして、先ほど民間主導ということでありますが、まだ手法についても、今、地権者の方

にお諮りしているという状態でありまして、こちらとしてはイメージしている、例えば区画

整理事業というようなものの、しかも民間に代行する、代行方式ということでいうことをイ

メージはしております。それをイメージしている中で、これまでもデベロッパーとなり得る

ところにヒアリングをかねてからさせてもらっておりまして、令和３年度にもそういった移

行の確認もさせてもらっています。 

 加えて、今年度もさらに何社かにそういったサウンディング調査ということもやることを

予定しております。 

 以上となります。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。16番。 

○１６番（横山隆一君）  立地的な土地の状況、条件といいますね、私も何度か見ております

けれども、あくまでも将来構想というのは、ワークショップをやったり、いろいろな地元地

権者であるとか、いろんな人たちの集まりの中でこういった構想というのができてきている

わけですね。今、ここをしばらく見ていると、駅北開発の目指す姿というんですかね、それ

が見えてこない。当初の計画であれば、動線であるとか、あと防災の関係であるとか、土地

利用であるとか、いろんな意味で構想が練られているわけですけれども、そのように進んで

いるとは感じないんですね。今、感じるのは、言うならば単なる住宅開発、団地開発という

か、造成と言うんですか、そのようにしか感じられないんですけど、むしろデベロッパーで

すね、よほど詳細の業務を重ねて民間主導でないとなかなか進まないと思うんですけど、ど

うもその姿、将来的な姿が見えない。 
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○分科会長（西下敦基君）  すみません、簡潔に質疑をお願いします。 

○１６番（横山隆一君）  その辺の業務の進め方を、もう少し具体性を持ってお聞きしたいん

ですけど、どうですか。 

○分科会長（西下敦基君）  具体性を持って。萩田課長。 

○参事兼都市計画課長（萩田高秀君）  都市計画課長です。従来、見えていたような絵姿とい

うのが見えてこないというお話ですけれども、基本的には駅北の、駅北構想を作っておりま

すけれども、それをベースに進めていることには変わりはありません。 

 現在はそれに向かっていくに当たりまして、絵姿も大事なんですが、地権者の皆さんの合

意が取れないと、民間が入ったとしても、それ以上進めていくことができませんので、まず

は地権者、今の時期は地権者の皆さんの合意を取り付けることが一番重要と考えております

ので、今はそれを最優先に進めまして、それが取りまとまった後に、後はそれをどういう形

にしていくかという絵姿をやっていくような、そんなスケジュールになっていきます。 

 そういった意味では、今のところこちらで想定しているスケジュールどおりに動いている

という形になっております。 

 以上となります。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。よろしいですね。 

 これに関してなければ、次のところに移ります。 

 ６番目の質問を横山隆一委員からお願いします。16番。 

○１６番（横山隆一君）  16番 横山ですが、８款４項の２目ですが、県費補助青葉通り嶺田

線ですか、整備事業なんですか、重要な質疑は重要な路線整備だが、物件移転補償が伴う事

業である。事業実施内容、課題と進捗状況をお聞きします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。萩田課長。 

○参事兼都市計画課長（萩田高秀君）  都市計画課長です。横山議員の質疑についてお答えい

たします。 

 青葉通り嶺田線の整備事業ですけれども、この事業内容につきましては、牛渕川に係る小

松洗橋の架け替えを含む整備延長567.3メートル、代表計画幅員が16メートルへの道路拡幅と

なります。用地補償については、事業用地の面積4,242平方メートルありますが、そちらの用

地が取得なほか、事業用地に係る建物移転の補償15件を計画しております。 

 課題については、事業スケジュールに合わせた用地取得や建物移転等における地権書との

合意形成が最も重要と考えております。そのため、用地補償については、静岡県の土地開発
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公社による用地先行取得制度を活用し、交付金の内示状況に変動されることなく、事業スケ

ジュールへの影響を極力少なくした計画的な整備を目指していきたいと考えております。 

 なお、進捗状況については、今年度に県の内部事業の事業認可を得まして、用地交渉に着

手したところであります。 

 以上となります。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。16番。 

○１６番（横山隆一君）  16番ですが、今、建物移転が15件ほどあるということですが、その

中で、商売をされている方もいらっしゃるわけですけども、何件くらい、住宅だけではなく

て商売をやられている方、事業経営されている方というのは何人ぐらいいらっしゃるんです

か。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。松本係長。 

○都市計画課都市整備係長（松本将孝君）  都市整備係長です。区域内の用地補償に関してで

すけれども、店舗については４件計画をしております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。16番。 

○１６番（横山隆一君）  16番ですが、４件の方、私も詳しくは存じ上げませんけれども、そ

のうちの何件から相談をいただいているんですけれども、移転をするに当たって、事業継承

というんですか、商売、少ない店舗を続けられないというふうな話も聞いておりますけれど

も、その場合においては、やはり早め早めの対応をしないと経営が成り立たなくなるという

ことがあるわけですが、その辺の状況はどういうふうにお聞きをしているのでしょうか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。松本係長。 

○都市計画課都市整備係長（松本将孝君）  店舗の経営者との用地補償の関係でございますが、

現在、橋梁の架け替えに伴う用地補償のほうを先行しておりまして、現在、そのうち４件の

うちの２件については用地補償の中で、具体のスケジュール等、また移転先等も含めて、交

渉のほうをさせていただいておりますので、そういった意味でご理解をいただけるよう、土

地開発公社含めて、丁寧な用地交渉に努めてまいりたいと思います。 

 そのほかの残りの店舗２件等におきましても、適宜補償の調査等を入らせていただく際に

事業スケジュール等を説明しながら、早めの買収計画であったり、交渉のほうに着手してま

いりたいと考えております。 

 以上です。 
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○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。よろしいですね。 

 ここで、ほかになければ、次のところ７番目を東議員からお願いします。 

○２番（東 和子君）  ２番 東です。８款５項１目建築物等耐震改修促進事業費、18ページ

です。建物所有者の高齢化による費用負担が困難な状況の場合、どのような対策検討をした

のか、また、ＴＯＵＫＡＩ－０事業は、令和７年度が終期となりますが、事業継続の可能性

を伺います。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。萩田課長。 

○参事兼都市計画課長（萩田高秀君）  都市計画課長です。東議員の質疑にお答えいたします。 

 高齢者世帯の費用負担軽減を図るため、木造住宅耐震補強事業については、一般世帯より

20万円の補助金の上乗せをしております。ただし、実施件数の増加に結びつくような結果と

なっていないのは現状であります。このため、木造住宅の耐震補強については、建物構造に

より様々であり、費用もかかるわけなんです。強度を引き上げるほど費用が高額になるので

すけれども、そのため、建物が倒壊しない基準値まで強度を引き上げることを最優先に考え

るなど、低コスト化を検討していただいているというような現状です。 

 費用負担の理由に耐震補強工事を断念される方につきましては、耐震シェルター、それか

ら防災ベッド、家具固定や感震ブレーカーなどの補助制度がありますので、そちらを案内す

るとともに、まだ耐震診断を実施していない方もいらっしゃいますので、個別訪問やダイレ

クトメールなどにより、無料の診断の実施を周知しているところであります。 

 ＴＯＵＫＡＩ－０事業については、我が家の専門家診断は今年度、令和２年度、木造住宅

の耐震補強事業は令和７年度で終了の予定ということにつきましては、今のところ終了の方

針だということは、現状で同じだということで県から伺っております。 

 以上となります。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

○２番（東 和子君）  ありません。 

○分科会長（西下敦基君）  関連はありますか。なければ、次のところにいきます。 

 ８番目の質問を須藤委員からお願いします。 

○６番（須藤有紀君）  ６番 須藤です。６款５項１目空家等対策推進事業費について伺いま

す。説明資料は119ページ、タブレットで121ページです。 

 空き家においても、相続登記の申請が令和６年４月１日より義務化されたことの……違い
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ます、これ東さんの分です。ごめんなさい。行政指導通知の送付と、所有者への指導を行っ

たとありますが、結果と家主の反応について、また状況が改善されたのは、うち何件かをお

伺いいたします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。萩田課長。 

○参事兼都市計画課長（萩田高秀君）  都市計画課長です。須藤議員の質疑にお答えいたしま

す。 

 昨年度は、16戸の空き家に対して、行政指導通知の送付と、直接訪問による行政指導を実

施しております。このうち状況が改善されたものは６戸、経過観察中が５戸、行動なしとか

反応なしというのが３戸になっておりまして、未相続のものが２戸ございます。この改善さ

れたものの多くは、草木の繁茂の除去とか、部材の撤去になりますけれども、１戸について

は解体工事に至っております。 

 経営化観察中の案件については、不動産処分の方針を示しているものや、除草作業を行い

ますと連絡があったもの、まだそのままというものがありますので、観察指定という状況で

す。 

 それから未相続の案件については、所有者の意向確認を行っているところであります。 

 以上となります。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁は終わりました。再質疑ございますか。 

 すみません、反応なしというのはどういった感じになるんですか。全く連絡もつかないと

かというのか、連絡がつくけど反応がなかったとか。答弁を求めます。萩田課長。 

○参事兼都市計画課長（萩田高秀君）  都市計画課長です。おっしゃるとおり、こちら住所し

か分からない、住所に通知を送って、回答がない。ただ届いていることは分かりますという

ような状況になります。 

○分科会長（西下敦基君）  分かりました。 

 もう１個、東委員から質疑をお願いします。９問目をお願いします。 

○２番（東 和子君）  ２番 東です。同じく、空家対策推進事業費です。空き家においても、

相続登記の申請が令和６年４月１日より義務化されたこととの啓発活動が必要と考えますが、

検討はされているか、伺います。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。萩田課長。 

○参事兼都市計画課長（萩田高秀君）  都市計画部長です。東議員の質疑にお答えいたします。 
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 空家対策を進めていく中で、空き家の所有者が亡くなられ、相続登記がなされないまま放

置されているケースなり、相続関係者の特定に手間と時間がかかっているという現状があり

ます。その相続登記の義務化についての周知は、その周知主体は法務局になるんですけれど

も、市としても市民に情報提供する必要があることから、令和６年の広報菊川の１月号、そ

れからこの前の７月号にて、相続登記が義務化されたことについて記事を掲載したところで

あります。また、おくやみハンドブックへの相続登記の記述の追加や、窓口での相続登記の

義務化の周知、それから空き家等の指導通知へのパンフレットの同封や、相談会でのちらし

配布など、相続登記の義務化についても周知を行っているところであります。 

 以上となります。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。２番。 

○２番（東 和子君）  すみません、確認をさせてください。そのパンフレット等というのは、

１階の市民課の窓口に置いてあるということなんでしょうか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。齋藤係長。 

○都市計画課住宅建築係長（齋藤正巳君）  １階のほうにも、同じような、あと、税務課のほ

うと市民課のほうにも、そういったものを置かせていただいております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

○２番（東 和子君）  ありません。 

○分科会長（西下敦基君）  空き家に関して何か質疑があれば。14番。 

○１４番（松本正幸君）  すみません、今の相続の関係について、東議員も伺っていただきま

したけれども、既に４月１日からではありまして、８月まででいきますと５か月経っている

んですけれども、義務化ということの中で、いろいろ市のほうで周知活動を展開していただ

きまして、本当にこう、相続がそこでしましたっていう関係、こういったものは市のほうで

把握できるのかどうなのか、また法務局へ問合せれば、分かるのかどうなのか、その点につ

いてお伺いします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。萩田課長。 

○参事兼都市計画課長（萩田高秀君）  都市計画課長です。やっぱり法務局で調べない限りは

分からないと思いますので、私たちとしては、空き家に関しては、対象となっている空き家

の相続がなされているかどうかというところは見てはいきますが、ただそれは、今、個別に

連絡している中でなされていないという現状ですので、この法改正があったことで、それが
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進んでいるかどうかということは、ちょっとうちのほうで把握することは不可能ではないか

と思います。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。14番。 

○１４番（松本正幸君）  不可能と言ってしまうと、ちょっとって言うような感じになるんで

すけれども、やっぱり把握の関係というのは必要があるかと思いますのでね、何らかの形で、

ぜひ研究をしていただきたいと思います。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁は。ご意見。８番。 

○８番（鈴木直博君）  ８番 鈴木です。戸籍謄本などは調査されたんでしょうか、相続人、

亡くなった方の戸籍謄本、生まれてから死ぬまでのやつ。その後のそれぞれの、例えば12人

相続が、まあ12人あるということは分かっているということかもしれませんが、そこに対し

ての動きというのがあるというのは、それはやっておられるんですか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。萩田課長。 

○参事兼都市計画課長（萩田高秀君）  都市計画課長です。この空き家、私たちが把握してい

る、調査している空き家について、その相続関係を把握する上では、全て調べます。それは

市外とか県外とか、そういったところにも通知を市役所のほうに出させてもらって、しっか

りとそういった調査をして、法定相続人が何人いるか、何人いるかというのを把握するとこ

ろから始めるのが、私たちのやり方というか仕事になっております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。よろしいですか。 

 空き家は、特について何か質疑があればということで、なければ、最後の質問を私から質

問させてもらいます。８款５項１目若者世帯定住促進補助事業というところで、122ページの

ところですね、補助件数が減少してきていると感じるが要因は、３世代同居または隣接住宅

の補助の件数は、予算に対して執行率が少なくなってきているが、要項の緩和などの検討は

しているのかお伺いします。答弁求めます。萩田課長。 

○参事兼都市計画課長（萩田高秀君）  都市計画課長です。西下議員の質疑についてお答えい

たします。 

 若者世帯定住促進補助事業は、平成28年度より事業実施しておりまして、初年度を除き、

令和４年度までは100件以上の申請件数でした。ですが、昨年、令和５年度は85件の申請件数
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となりました。減少の要因としましては、住宅設備等の材料の価格上昇とか輸送費の高騰な

どにより、住宅の新築購入が伸びていないことが、そのまま影響しているのではないかと考

えております。 

 あと、令和５年度の３世代同居または隣接住宅の補助件数につきましては10件でありまし

て、全体の申請件数に対して12％となっております。今年度の申請件数は昨年度同時期と比

較して、おおむね同じ傾向にあることから、今後、将来的な補助制度の拡充などを検討して

いく必要があると考えますけれども、これまでの申請者との公平性とか、そういった課題も

あると思いますので、こういった課題を整理しながら、慎重に対処してまいりたいと考えて

おります。 

 以上となります。 

○分科会長（西下敦基君）  再質問は特にないんですが、この要項によっては結構断られたと

いう件を聞いたりとかしまして、そこら辺は申請の数が少なかったりだったら、また検討い

ただければと思いましたが。質疑はないです。これについて何か質疑があればと思うんです

けれど。よろしいですかね。これで一応、都市計画課の質疑が事実上なくなりましたので、

全体としての都市計画課で関連があれば。17番。 

○１７番（山下 修君）  17番 山下です。先ほどの空き家の関係で、いろいろ指導をしても

反応がないし、対応がないしという関係で、道路に面したところで、例えば台風の時期にな

りますと、いろいろな壁があるとか、そういう状況が心配されるようなところもあるわけで

すけれども、そういったところで対応が、迅速な対応がされない場合に、行政としては、危

険回避のための多少手を入れていただくみたいな、そういった事例というのはないでしょう

か。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。萩田課長。 

○参事兼都市計画課長（萩田高秀君）  都市計画課長です。今、お話しになったような、そう

いう来る災害とか、周辺に影響がありそうだと、緊急的に安全確保するための措置という意

味では、そういった緊急対応措置みたいなのを条例化してやっている市もあります。それを

やるに当たっては条例の整備とかが必要になりますので、まだ決定はしませんが、これから

空き家の対策計画をこれから見直しやっていきますので、そういった中で、町内の検討委員

会の中でも議論させてもらいながら、そういった必要性についても、ちょっと検討はしてい

きたいというふうに考えております。 

 以上です。 
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○分科会長（西下敦基君）  星野部長。 

○建設経済部長（星野和吉君）  建設経済部長です。それこそ空き家の関係で、近所の方から

困ったという連絡を受けた、一番多いのは蜂の関係。蜂の巣ができて、蜂の巣片づけたいん

だけどって、地元の人がこっそりやっちゃってくれれば済んじゃうんですけど、役所に言わ

れると立ち入ることができないものですから、そこが困ったりするのと、先ほど言った台風

なんかあった場合、風が吹くのでトタンの屋根が飛んでくるとかという相談事がありますの

で、今現在の特措法の中では、我々職員というのは事前に通知を出して、その敷地内に立ち

入らせていただくということでやることはできる。それを措置することができない状態です

ので、先ほど今、課長のほうから話もあったんですけど、少し条例についても、もう少し検

討をしていきたいなということで、ただ、それをやったとしても、財源が多分、一般財源で

補って所有者に請求をするんですけど、まずそういう所有者はお金を支払わないということ

になりますので、そこら辺をうまく片づけることができないと、なかなか何か市民の税金を

つぎ込みっぱなしで終わってしまうかなということもありますので、ちょっとこれは複雑な

問題ではございますが、ちょっと周辺市を研究しながら、検討したいということで考えてお

ります。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。17番。 

○１７番（山下 修君）  そういうお話を担当課として聞いておって、対応できなかった中で

進んでいった中で、何か事故が起きてしまったというと、行政のほうとしては責任というも

のを問われるようなものがない。ない。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。星野部長。 

○建設経済部長（星野和吉君）  今のところ個人の所有物でございますので、それを行政に責

任を転嫁されることは基本的にはないんですが、感情的な問題、行政は何しているのという

ことで話が来ることは十分考えられると思いますので、そういった流れなのかなとは思いま

す。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。 

 ほかに何か。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、これで都市計画の決算審査を終了いたします。 

 ここで職員の入替え等になりますので、次が農林課と茶葉振興課になりますので、入替え
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が済んだら、そろったら再開ということで、お待ちください。 

 

閉会 午前 ９時５５分 

 

開会 午前１０時０１分 

 

○分科会長（西下敦基君）  それでは、会議を再開します。 

 続きまして、農林課の決算審査に移ります。質疑は事前通告順ということで、最初、須藤

議員から25番目の質問からお願いします。 

○６番（須藤有紀君）  ６番 須藤です。６款１項１目農業委員報酬費についてお伺いいたし

ます。説明資料が８ページ、タブレットで10ページになります。 

 タブレットの活用で負担軽減を行うとありますが、タブレットの効果についてお伺いいた

します。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁をお求めします。大浦地課長。 

○農林課長（大浦地明久君）  農林課長です。須藤委員のご質問にお答えします。 

 これまで、農地パトロールは、調査すべき全ての農地を現地確認していましたが、タブレ

ット導入後は、農地状況把握アプリのＡＩによる画像診断で荒廃度が判定できることから、

現地確認箇所数を減らすことができ、パトロールの時間を削減することができました。 

 また、導入前はページ数の多い紙地図に判定結果を記入していましたが、タブレットの地

図に直接入力ができ、作業効率も向上しました。 

 今後も、委員の負担軽減を図るとともに、職員の負担軽減にもつなげていきたいと考えて

おります。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。６番。 

○６番（須藤有紀君）  ６番 須藤です。すみません、昨年度決算、令和４年度決算のときに、

まずはなり得るところからというご答弁をいただいたので、令和５年度、実際使われてみて

どうだったのかなと思って、ちょっと今回質問を出させていただきました。委員の皆様、使

いこなしていらっしゃって、負担軽減が図られているということで、どのぐらいの負担軽減

があったのか、もし時間数ですとか、業務力がどのくらい減っているのかという目安、数値

で出していらっしゃったら、お伺いできればと思います。 
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○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。住川係長。 

○農地利用係長（住川  君）  今現在、ちょうど８月に農地パトロールが終了いたしました。

現地パトロールの段階での時間数としては、正確な時間数はまだ現在集計中なんですが、実

質１人当たり２時間は農地パトロールの時間数とすれば削減できたというところで、あと今

後、ＣＳＶで農業委員さんがデータを入力してくれたものを吐き出しすることができるとい

うところで、今後、そこと事務局側としても事務負担が出るというところで、時間数を出し

ていきたいと考えております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。６番。 

○６番（須藤有紀君）  ６番 須藤です。では、今後データを出していただいて、効果を検証

されるということで、今、１人当たり２時間パトロールの時間減ということだったんですけ

れど、そうしますとトータルで何時間減になるんでしょうか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。住川係長。 

○農地利用係長（住川  君）  農業委員さんが34名いますので、２時間を掛けますと68時間

の減という形になります。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

○６番（須藤有紀君）  ないです。 

○分科会長（西下敦基君）  関連はありますか。17番。 

○１７番（山下 修君）  ちょっと参考までに教えてください。例えば、本年度の水稲の作付

がどの田んぼで行われたかというのが、画像というのは入手できるんですか。何月何日の時

点での画像とかというのは、はっきり分かるようになるわけですか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。大浦地課長。 

○農林課長（大浦地明久君）  農林課長です。この農地状況把握アプリというものなんですけ

ど、１年前画像、航空写真の画像を使って判定をしているので、あと水稲というところなん

ですけど、もしかしたら稲を植えて育っていくかというのを、緑色の状態のときというと、

茶樹と一緒なんですけど、ちょっとここ課題もありまして、どうしても緑というふうな判定

をされると、もしかしたら荒廃しているというふうに判定されてしまう可能性もありまして、

作物の種別を全て認識できるかというと、ちょっとそこまではまだいっていないのかなとい

うところと、まだ私どもそこまで使っていないというところもありますので、もしそういう

ところまで見られれば、確実に荒廃している、荒廃していないというところの判定の規準に
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もなりますし、そういうところもありますので、ちょっと確認のほうはしていきたいと思い

ます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質問ございますか。 

○１７番（山下 修君）  分かりました。 

○分科会長（西下敦基君）  そうしたら２つ目の質問も、須藤委員からお願いします。 

○６番（須藤有紀君）  ６番 須藤です。６款１項２目農業振興地域管理費について伺います。

成果書の12ページ、タブレットで14ページになります。 

 住宅の増加が見込まれる地域、例えば加茂などで農業区域変更の声が上がっておりますけ

れども、都市計画課や地域支援課などと連携した整備計画の見直しを行っているかをお伺い

いたします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。大浦地課長。 

○農林課長（大浦地明久君）  農林課長です。須藤委員のご質問にお答えします。 

 農業振興地域整備計画は、５年に１度の定期変更と、年２回の随時変更を行っております。

この定期変更及び随時変更に当たりましては、農業振興地域の整備に関する法律に基づく要

件の確認や各関係法令、それから計画との整合を取る必要がございますので、まちづくり担

当の都市計画課、それから地域コミュニティ担当の地域支援課を始めとする関係各課から意

見聴取を行って、変更を行っております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

○６番（須藤有紀君）  同じところで。 

○分科会長（西下敦基君）  もう一つ、横山隆一委員から質問がありますので、27番目の。 

○１６番（横山隆一君）  16番 横山です。同じ事業ですが、農業振興地域管理費ですね。農

業振興地域整備計画随時変更の内容と除外担い手人材確保対策についてお伺いをいたします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。大浦地課長。 

○農林課長（大浦地明久君）  農林課長です。横山隆一委員のご質問にお答えします。 

 農業振興地域整備計画は、変更の必要が生じたときは、遅滞なく計画を変更しなければな

らないとされておりまして、本市は、先ほども答弁しましたけども、随時変更として、年

２回機会を設けております。 

 昨年度の随時変更の内容ですけれども、分家住宅が１件、それから農家住宅敷地拡張が

１件、自己住宅１件の計３件で、全て除外の案件でした。除外するためには、６つの要件を
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全て満たし、かつ農地転用が可能でなければなりません。 

 それから次に、担い手人材確保につきましては、農業委員会と連携をしまして、地域の担

い手の状況把握や、担い手への農地の集積、集約に加え、新規就農者には、相談時から経営

計画の策定支援や補助事業活用支援などを行い、就農につなげております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。16番。 

○１６番（横山隆一君）  16番ですが、随時変更ということですけど、これは地権者等の申請

によるものでしょうか。それとも、ちょっと重複するかもしれませんが、さっき荒廃農地の

ＡＩを活用したというのは対象になっていると、さっきもなっておりますが、そういったも

のを参考として随時変更をするのか、あるいは申請によってするのか、その辺はどうなんで

すか。農振。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。住川係長。 

○農地利用係長（住川  君）  荒廃農地をされているから、農地の除外をするよということ

はありません。基本的には、土地の所有者さんが除外できるかというところを判断していた

だいて、こちらの農林課のほうでいただいております。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

○１６番（横山隆一君）  もう１点いいですか。 

○分科会長（西下敦基君）  16番。 

○１６番（横山隆一君）  人材確保対策についてですけど、農業委員さんとか推進員とか、そ

んな感じの、今言う、主だった事業推進としては、中間管理とかあるわけですけど、そうい

った協議というのは、今言うこの協議会のところでやられるんでしょうか。人材についてで

すけど。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。大浦地課長。 

○農林課長（大浦地明久君）  農林課長です。この農業振興管理費というこの事業の中では、

担い手の人材確保というところは、事業としてやっていないというところはございます。あ

くまでも農地の関係ですとか、そういう関係を扱っていまして、この人材確保につきまして

は、先ほどもちょっと説明しましたけども、今、実際地域にいらっしゃる担い手さんが、ど

んな状況であるかというところを確認して、例えば拡大したいとかという意見がございまし

たら、農業委員会としっかり連携をして、じゃあどの農地やれますかというような話をした

りして、経営強化を図っていただく。 
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 それから、もう一つ先ほども答弁した新規就農者の関係につきましては、相談時からしっ

かり営農定着、それから経営が安定するようにということで、しっかり支援をしているよう

な状況で、人材確保となっていると思います。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。 

 １点、先ほど農業振興のやつで、自己住宅１件と言われていたんですかね。自己住宅とい

うのはどんなものなんですかね。 

 すみません。答弁を求めます。住川係長。 

○農地利用係長（住川  君）  農地利用係長です。自己住宅というものなんですが、棚草地

内において、息子さんが実家の近くに宅地として自己住宅を建てたいという申請が上がりま

した。 

○分科会長（西下敦基君）  分かりました。この件に関して再質疑ございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、すみません、28番のところをまた須藤委員、お願いし

ます。 

○６番（須藤有紀君）  ６番 須藤です。すみません、たくさん出してしまいまして。６款

１項３目地域特産物推進事業について伺います。成果書13ページ、タブレットで15ページに

なります。 

 令和４年度決算では、執行率84.6％に対し、令和５年度は25.6％と大幅減となった理由を、

まずお伺いします。そして、要因を分析するとありますけれども、現時点での見解も併せて

お伺いいたします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。大浦地課長。 

○農林課長（大浦地明久君）  農林課長です。須藤委員のご質問にお答えします。 

 大幅減の理由ですけれども、オリーブに取り組む予定だった方の圃場で病気が発生をしま

して、申請が見合わせられたことや、新規作物として追加したイチジクにつきましては、農

協のイチジク部会へこういう事業がありますよということで事業周知を行ったんですけれど

も、申請がございませんでした。 

 それから、同じく新規で追加した白ネギにつきましては、大体このぐらいの申請があるだ

ろうということを想定した数よりも、申請が実際は少なかったということが主な理由と捉え

ております。 
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 要因ですけど、現時点につきましては、販路の確保や栽培、収穫に係る作業量の多さ、地

域特有の強風による影響、病害虫対策など、生産の課題というのが要因であると捉えており

ます。 

 しかし、収益性はあるとお聞きをしておりますので、今後、生産者やＪＡなど関係者に協

力をいただき、生産者が増えない課題、それがどこにあるのかというのを分析しまして、そ

の結果を踏まえて、対象作物の選定や見直しも含めて、地域特産作物の定着に取り組んでま

いります。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。６番。 

○６番（須藤有紀君）  ６番 須藤です。主に生産のときの手間といいますか、農家さんの生

産地の作りづらさに大きな要因があるとのお考えだということでよろしいでしょうか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。大浦地課長。 

○農林課長（大浦地明久君）  農林課長です。そのとおりでして、生産の手間と収益をいうの

をてんびんにかけたときに、どうしても生産の手間のほうが下に落ちてしまうということで、

収益を取らないというところがあります。 

 本当に、収益は実際やっぱり分からない部分があるので、本当に高く売れているんですか

と正直にお聞きしたら、やっぱりそこは確かに高く取引されるということは聞いていますの

で、じゃあそこを取ってもらえるように、生産の過程の中で、市としてお手伝いできるとこ

ろがあるかとか、そういったところを先ほど言ったように分析をしっかりかけて、そこに手

を伸ばしてやってもらったほうがよければそういうこともしますし、場合によってはやっぱ

りそこを手を入れきれないというものもありますので、そういった場合にはあきらめるとい

うことも選択肢の一つなのかなというふうに思います。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わります。再質疑ございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  よろしいですか。 

         〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  関連はありますか。17番。 

○１７番（山下 修君）  17番 山下です。この地域特産物の見直しというのは、毎年やられ

るんですか。 
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○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。大浦地課長。 

○農林課長（大浦地明久君）  毎年やるかどうかですか。 

○１７番（山下 修君）  はい。 

○農林課長（大浦地明久君）  これまで一番最初スタートしてから、だんだん品目を増やして

いったりとか、やめたものとかがあるんですけど、大規模にやったのは令和３年末か令和

４年にかけて、初めてやったというのが実情で、以前からちょっといろいろと言った茶豆と

いうのはずっとやってきて、なかなか定着になっていないところがありまして、このままず

っといくわけにもいきませんので、今までは毎年毎年という見直しというのは考えていなか

ったんですけど、やはり１年のしっかり分析をかけて、それをもって少し作物の見直しとい

いますか、そういうことをしながら、どこかのタイミングで先ほど言ったように、どんだけ

手を尽くしてもそこに取り組んでいただけないということであれば、その作物は諦めて、ま

た別の新しいものというのを探すとか、そういったところをちょっとやっていきたいなと考

えています。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。よろしいですか。17番。 

○１７番（山下 修君）  レモンはどうかなと思っているんですけども、現実に小笠南の何反

ぐらいですかね、レモンの木が植栽されているところがあるんですね。最近、岩手のレモン

の特産か何かって言っているんですけど、そこら辺の検討というのは何か話題には向かない

ですか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。大浦地課長。 

○農林課長（大浦地明久君）  農林課長です。レモンにつきましては、今の内部の取組の中で

牧之原市さんと連携をしまして、牧之原は、今、波乗りレモンというのを推奨していまして、

一応その名前の中には牧之原という言葉を入れずに、波乗りレモンという名前でやっている

ということで、牧之原台地のほうでちょっとやっていきたいよと、お茶から転換してという

ことで進められていますので、そこを一緒に、今、やっているというのが一つあります。 

 うちのほうでもレモンのほうの荒廃農地からの転換をかけて、ちょっと栽培のほうを取り

組んでいきたいと、その内陸農地の取組の中でやっていきたいというふうに思っていますの

で、一方では、最近農協さんに少しレモンのお話を聞いたところ、ちょっと農協さんのつか

みとしては、レモンなかなか厳しいんじゃないですかというようなお話もお聞きはしたので、

ちょっとそこの裏付けといいますか、どういったところを、例えば波乗りレモンに乗ってい
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けば、もちろん出口もあると思いますので、そういったところで確保していくのか、もしく

は最近、連携協定を結んでいますので、そういった中でちょっと出口の部分を探しながら、

レモンが収益性がもしあれば、そういったところも考えていきたいというふうに思っていま

す。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。よろしいですか。 

○１７番（山下 修君）  ぜひ、私が見たのは舟久保古墳の近くだったと思うんですけど、舟

久保レモンとか何とかで、よろしくお願いします。 

○分科会長（西下敦基君）  関連。先に３番。 

         〔「ごめんね」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  すみません、さっき順番なんで。 

○３番（坪井仲治君）  今、茶豆のお話、課長から言っていたんですけど、去年、実はとある

スーパーできくのんが来て、（  ）やったんですけど、茶豆はもう終わってしまったとい

うことでしょうか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁をお求めします。大浦地課長。 

○農林課長（大浦地明久君）  農林課長です。茶豆自体はまだもう少しやりたいという思いは

ありまして。 

         〔発言する者あり〕 

○農林課長（大浦地明久君）  そうですね、生産の時期はもう終わっていますので、また来年

度に向けてやっていきたいなというのはあるんですけど、そこを先ほどの連携協定を活用し

ながら、さっきの出口の部分ですね、販路の確保、そういったところをちょっとつなげてい

って、もし出口が確保できて、あとは生産の課題、そこをクリアできればどうかなというと

ころを、しっかり分析をかけてやっていきたいというふうに思っています。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。よろしいですか。 

○３番（坪井仲治君）  はい。 

○分科会長（西下敦基君）  11番。 

○11番（鈴木直博君）  レモンの話なんですが、去年、おととしかな、政策討論会で農業のこ

とについて視察をさせていただいたときに、１軒の方の農家から、レモンは収穫が早い、だ

からそういうものを狙ってやっていったらどうだという提案をお聞きしたものですから、ご
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存じかもしれませんが、ちょっとお伝えすると同時に、そういうことを検討していただけた

らどうかなと。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。大浦地課長。 

○農林課長（大浦地明久君）  農林課長です。レモンにつきましては、先ほど内陸で開く取組

の中で検討をしておりますので、そういった中で収益性につながって、今、言われた収穫が

早いというところから、生産がうまくいくようでしたら取り入れていければなというふうに

考えております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。これについて関連はよろしい。14番。 

○１４番（松本正幸君）  14番の松本です。この関係の事業は、少し僕は課題があるなという

感じで見ているものですから、実質、例年上がっているんですよ。この事業そのものが重点

事業になっているんです。このところは分かっています。事業評価も見ています。事業評価。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。 

○１４番（松本正幸君）  ５年度の。 

○農林課長（大浦地明久君）  事務事業評価。 

○分科会長（西下敦基君）  評価のことですよね。 

○１４番（松本正幸君）  見ていただくと、Ｃランクになっておる、Ｃランク。もしあれだっ

たらいいですよ。 

○農林課長（大浦地明久君）  すみません。 

○１４番（松本正幸君）  いいですか。 

○農林課長（大浦地明久君）  はい。 

○分科会長（西下敦基君）  14番。 

○１４番（松本正幸君）  続いて。おそらくＣランクになっていると思うんですよね。という

ことで、時期予算へ反映されているものがあるかどうかお聞きします。令和６年度ですね。

結局は。令和５年度にいろいろと分析して、要因を分かっているので、次の年にどうですか

ということです。 

○分科会長（西下敦基君）  大浦地課長。 

○農林課長（大浦地明久君）  農林課長です。この事業につきましては、令和４年度に作物の

見直しをかけまして、改めて令和５年度というふうに取組をしました。令和５年度もなかな

かうまくいっていない状況でして、そこからしっかりやっていただけるようにというところ
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で、生産者の方にも少し話をしながら、現実的な形として、まず補助金のほうは上げさせて

いただいております。 

 それ以外に、ちょっと課題解決につながるような予算というのは、やっぱり先ほど言った

生産の課題のどこに手を伸ばしたらいいかというところは、まだしっかり把握ができていな

いものもあります。 

 それと、収益性の部分というのも、まだ口頭でお聞きしているだけですので、本当にその

経費的な部分ですね。手間も含めた経費的な部分と収益のバランスというのが、本当にしっ

かり取れているのかというところは、もう少し生産者の方とかからリアルな数字といいます

か、そういったところをお聞きして、それをもってまた来年度の予算というところに反映を

していきたいというふうに考えておりますので、特別に令和６年度に反映したというのはご

ざいません。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。14番。 

○１４番（松本正幸君）  今、説明がありましたけれども、この件については理解をいたしま

した。この事業そのものが長くなっているんじゃない、いわゆる事業の効果、こういったも

のがどこに見られるのかね、その点、課長として把握していますかどうですか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。大浦地課長。 

○農林課長（大浦地明久君）  農林課長です。この事業効果ですけれども、やはり高収益なも

のを、基幹作物プラスもう一つ高収益なものを使って補助するという複合経営というところ

につなげたいという思いがございますので、この地域特産物をやりながら、もともと生産し

ているものをやっていただけるという方が増えていくというのが、我々としての狙いであり

まして、実際、それがどうなっているかというと、やっぱりそこはなかなかうまく進んでい

ないという状況があるというふうには、しっかり認識をしております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。14番。 

○１４番（松本正幸君）  14番です。本来、地域特産物というのは、要するに儲かる農業の推

進ということですよね。複合的に行うものも、その複合的に行ったものはものすごく所得が

上がって、生産力について、いわゆる所得の向上につながるような形になればすごくいいわ

けですよね。そういうことを目指していると思うんですけれども、そういう形を今後も思い

つつ、何らかのヒントを得ながらやっていただきたいと思います。 
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 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  ご意見ということですね。 

○１４番（松本正幸君）  はい。 

○分科会長（西下敦基君）  ほかはよろしいですかね。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  よろしければ、29番目の質問、もう１個あるね。女性の就労推進

事業費についてお伺いします。女性の就農実績についてお伺いします。 

 答弁を求めます。大浦地課長。 

○農林課長（大浦地明久君）  農林課長です。坪井委員のご質問にお答えします。 

 令和５年度の市内認定農業法人及び農地所有適格法人へ雇用の状況アンケート調査という

のを行いまして、その結果では男女を合わせまして15名が就農しておりまして、そのうち

４名が女性でした。それから、そのほかに１名の方が法人を立ち上げまして、新規就農をし

ており、昨年の実績としては、合わせて５名の女性が就農しております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。３番。 

○３番（坪井仲治君）  ５名のうち４名は、要するに何ですか、労働者としてでしたね。１名

の方は法人ということですけれども、昨年は別にして、過去に就農されて農業を立ち上げて、

法人でも何でもいいんですけど、その方たち、継続性というあたりは何かつかんでおります

か。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。平川係長。 

○農業振興係長（平川  君）  このご質問にお答えいたします。先ほど、今、言ったうち

４名の方の女性につきましては、市内の認定農業法人また農地適格所有法人に、正社員じゃ

ありませんけども、雇用として４名の方が女性として就農されています。 

 今後の就労した後の離脱と言いますか、そういう方については、認定農業者さんの認定の

解除とかそういうのは把握はしておりますが、女性の就農に関して、今後どうなったとか、

辞めたとか継続しているとか、そういう方の調査は現時点では、市としてはしております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。追加で、大浦地課長。 

○農林課長（大浦地明久君）  ちょっと補足で、農林課長です。今、下から話があったのは、

雇用をされた方の状況というのは、ないんですけど、先ほど言った、独立就農と言いますか、
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新規で就農された方というのは、認定支援ですとか、農業経営計画の策定支援とか、そうい

ったところを行っていまして、補助金を使われている方もいらっしゃいますので、そういっ

た方しっかり状況を確認して、今のところ、厳しい状況になっている方はいらっしゃらない

というふうな認識はございますので、しっかり定着をされているというような状況です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。よろしいですか。関

連ありますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  関連なければ、30番目の質問は私からさせてもらいます。 

 ６款１項３目の担い手確保育成推進費というところで、事業課題で認定農業者の更新辞退

が多い数が要因は、人数と年齢構成、確保対策などについても伺います。 

 答弁を求めます。大浦地課長。 

○農林課長（大浦地明久君）  農林課長です。西下委員のご質問にお答えします。 

 令和５年度の認定農業者更新辞退者は９名で、50代が２名、60代が４名、70代が２名、80

代が１名となります。要因ですけれども、高齢や健康面、規模拡大の意向がない、個人経営

体から家族経営へ移行した、などとなっております。 

 こうした農業者の更新辞退を止めるということは、なかなか難しいと考えておりますが、

認定農業者は市にとって大事な担い手であり、確保していく必要があります。 

 まずは、既存の認定農業者の営農経営計画、この目標達成に向けた支援を着実に行いまし

て、減少に歯止めをかけていくこと、それから新規就農者が、今後、認定農業者になるよう、

しっかりと支援をすることということが対策となると考えております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁をいただきました。ちょっと気になったのは、家風になって

辞退というのは、それというのは会社が代わると認定農家の制度から外れるという認識にな

るのかでよろしいでしょうか。 

 答弁を求めます。平川係長。 

○農業振興係長（平川  君）  ご質問にお答えいたします。今、答弁したように、個人経営

体から、個人でやっている経営体から、家族、１人じゃなくて家族で経営体をすることによ

って、１回その認定基準からは外れます。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  分かりました。認定農業者全体としては何人いるということでよ
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ろしいですか。何人から何人だったのか、ここら辺についてお伺いします。平川係長。 

○農業振興係長（平川  君）  ご質問にお答えいたします。（  ）事業と菊川市の市の認

定農業者さんは150名となっております。それ以外に、県認定とか国認定がありますが、現時

点では150名の認定農業者さんがいらっしゃいます。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  分かりました。自分からはいいです。関連あれば。６番。 

○６番（須藤有紀君）  ６番 須藤です。ちょっと数字の確認で、159名から辞退が９名で150

名になったという推移でよいのかというところが１点と、あと50代２名、60代４名というこ

とで、比較的若い世代の方といいますか、まだ働けそうな方の辞退が多いのが意外でしたの

で、こちらの50代、60代の辞退の理由として、家族経営に移行するというのが一番大きな理

由だったのか、ちょっと要因が分かればお伺いいたします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。平川係長。 

○農業振興係長（平川  君）  先ほど申しましたように、150の認定農業者が現時点ではいら

っしゃいますが、今、先ほど委員が言われたように、159から150、それが認定辞退。 

○６番（須藤有紀君）  もともと、ごめんなさい。 

○分科会長（西下敦基君）  ６番。 

○６番（須藤有紀君）  すみません。６番 須藤です。現時点では150名、市内の事業者がいら

っしゃるということだったんですけれども、もともとの人数は辞退９名含めて159から150と

いうことでよかったのかなと。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。（平川）係長。 

○農業振興係長（平川  君）  現時点で150、去年の時点で159、認定辞退された方がマイナ

スになった分です。今現時点で150になるということになります。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  大浦地課長。 

○農林課長（大浦地明久君）  農林課長です。あと50代、60代の方の要因ですけど……。すみ

ません。 

○分科会長（西下敦基君）  じゃあ答弁者を代えて、（平川）係長。 

○農業振興係長（平川  君）  質問にお答えいたします。40代、50代の認定辞退の理由です

が、これにつきましては高齢化とか健康面に伴って、今後、違う事業に就いたりとか、そう

いうことで認定を辞退したということで、状況別の調査では把握させていただいております。 
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 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。６番。 

○６番（須藤有紀君）  ６番 須藤です。50代、60代の認定辞退ですよね。違う事業に移りた

いというは、離農されたということでよろしいでしょうか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。平川係長。 

○農業振興係長（平川  君）  前の代から継続してやっていた方ですけれども、その方が、

生産がなかなか営農を取って営農するのは難しいと。辞めて違う事業に進んだということで、

認定を外したということでございます。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。 

○６番（須藤有紀君）  離農ということですね。 

○分科会長（西下敦基君）  難しいですね。離農。 

○農業振興係長（平川  君）  離農ですね。 

○６番（須藤有紀君）  離農で、分かりました。 

○分科会長（西下敦基君）  じゃあ、この件に関して、関連は終わりました。なければ、次の

31番目の質問を坪井委員からお願いします。 

○３番（坪井仲治君）  31番目の質問です。農業経営基盤強化推進事業とういことで、カバー

クロップの方法と期待する効果についてお伺いします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。大浦地課長。 

○農林課長（大浦地明久君）  農林課長です。坪井委員のご質問にお答えします。 

 カバークロップは土壌の保護や改良に効果のある作物で、マメ科やイネ科の一年草を栽培

しまして、それをそのまま圃場へすき込み緑肥とします。マメ科は、根に根粒菌というもの

が養生をしまして、土壌中に窒素を固定する働きを持ちます。イネ科の作物は生育量が大き

いことから、土壌への有機物の供給力というものに優れておりまして、土壌の改善効果など

地力の向上につながるものです。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

○３番（坪井仲治君）  ありがとうございました。 

○分科会長（西下敦基君）  よろしいですか。関連ありますか。 

         〔発言する者なし〕 
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○分科会長（西下敦基君）  なければ、次の32番目の質問、私から質問します。 

 ６款１項３目同じところですね。農業経営基盤強化推進費ということで、省エネ農業用機

器等導入事業補助金の交付額と導入機器の内容についてお伺いします。 

 答弁を求めます。大浦地課長。 

○農林課長（大浦地明久君）  農林課長です。西下委員のご質問にお答えします。補助金の申

請件数は27件で、交付決定額は500万円となります。 

 導入機器ですけれども、お茶の関係が８件ございまして、自走式両面裾落機、それから動

力噴霧器など、水稲関係は９件ございまして、施肥機器アタッチメント、肥料をまくアタッ

チメント、それから畦畔機などがございました。 

 それから露地野菜関係につきましては６件ございまして、耕運機や自走式施肥散布機、そ

れからさつまいも掘り取り機などがございました。それ以外に施設園芸としまして４件ござ

いまして、ハウス用カーテン更新、ＬＥＤ照明、暖房機など、様々な機器等の申請がござい

ました。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。これはＬＥＤとかは何となく省エネという

感じがするんですが、ほかのものも省エネの機器ということで、一応、何か排出が少なかっ

たりとか、そういった利点があったということでよろしいでしょうか。 

 答弁を求めます。大浦地課長。 

○農林課長（大浦地明久君）  農林課長です。本来、省エネということですので、今よりも例

えば何パーセントぐらいCO2を削減できたよとかという数字が出せればよかったんですけど、

なかなかそういう機械もいろいろありましたので、一概に基準が設けることができませんで

したので、今回は例えばアタッチメントだと、アタッチメントをつけることによって今まで

２回の作業だったのが１回で済めば、それだけ機械を動かす時間が少なくなりますよという、

そういったところまで含めて省エネというところを勘案させていただいて、できるだけ農業

者の方がいろいろな機械を導入できるようにということで提案させていただいております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  分かりました。省エネ化になったということですね。自分からは

以上ですね。この件、関連質疑があれば。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、次のところ、33番目は横山隆一議員からお願いします。 
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○１６番（横山隆一君）  16番 横山です。６款１項３目の農業経営基盤強化推進費でござい

ます。質疑は、荒廃農地再生69.83Ｒですね。解消の内容と課題の農業者とのマッチング対策

でお聞きいたします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。大浦地課長。 

○農林課長（大浦地明久君）  農林課長です。横山隆一委員のご質問にお答えします。 

 解消の内容ですが、荒廃農地再生集積促進事業費補助金を活用して、２名の方が伐採や抜

根、耕地、整地等を実施して、0.5ヘクタールの水田で麦を、また0.19ヘクタールの畑で露地

野菜の耕作を開始いたしました。 

 マッチング対策につきましては、昨年度、農業委員と連携をしまして、荒廃農地0.4ヘク

タールを市内農業法人に紹介したところ、解消につながった事例もございますので、地道な

取組はなりますけれども、農業法人を中心に、担い手への積極的な荒廃農地のあっせんに取

り組んでいきたいと考えております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。16番。 

○１６番（横山隆一君）  16番です。本当に地道だなと思います。これ、69.70Ｒですか。７ヘ

クタールだからね、違うと思うんですが、今後も努力していっていただきたいと思います。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑ございますか。６番。 

○６番（須藤有紀君）  ６番 須藤です。お答えできればお伺いしたいんですけれども、荒廃

農地ということで有機栽培のニーズがあって、成功した事例等はありましたらお伺いできれ

ばと思います。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。大浦地課長。 

○農林課長（大浦地明久君）  農林課長です。有機栽培をやりたいので、解消したいという案

件というのは、今まではございませんでした。 

○６番（須藤有紀君）  分かりました。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。関連質疑ございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  すみません。１点、自分から農業法人に一応紹介してということ

で、なるべく近いところとかを求める荒廃農地とか、そういった何か求めるようなものとか

は、聞き取ってそういうのを紹介してとか、そんな感じでよろしいのか確認をさせてくださ
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い。 

 答弁を求めます。住川係長。 

○農地利用係長（住川  君）  農地利用係長の住川です。よろしくお願いします。法人さん

と意向確認をこちらのほうで荒廃農地化されている農地と規模、経営状況を現地確認してい

ただいて、ここの荒廃農地になっている箇所が耕作可能かどうか。当然、土質、土壌も確認

していただいた中で、法人さんがここならできるというご回答をいただいた内容について、

そこの地主さんとお話させていただきながら、あと農業委員さん経由で話をしていただいて、

マッチングをして耕作が可能な土地になるというところでございます。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  分かりました。あともう１点だけ、農業法人さんは規模を増やせ

る余力があるとか意欲とかは、そこら辺はあるということでよろしいんでしょうか。 

 答弁を求めます。住川係長。 

○農地利用係長（住川  君）  やはり先ほどちょっとご説明させていただいたんですけど、

土地の形状とか大きなまとまった土地、ある程度やっぱり2,000平米から3,000平米ぐらいの

土地がないと、そこに１つの箇所にその作業をしに行くというところの時間とか、労働時間

とかを考えると、やっぱりまとまったところ、大きな規模のところがいいよというふうに言

われまして、そういった土地も聞きながら、ご紹介をしていく形を取っております。 

○分科会長（西下敦基君）  大浦地課長。 

○農林課長（大浦地明久君）  農林課長です。補足ですけども、法人さんの拡大につきまして

は、やはりそのときの経営状況とかもありますので、常に土地を求めているということはな

かなかないのかなというところはありますけれど、市内の法人さんにちょっと聞いていると、

やっぱり今のところは拡大していきたいという意向が結構強いものですから、そういった中

でいろんな、ある程度まとまった条件、土地でないと駄目ですよというようなことはお聞き

をしているというような状況です。 

○分科会長（西下敦基君）  分かりました。自分からは以上です。ほかに関連あれば。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、34の質問をまた須藤委員からお願いします。 

○６番（須藤有紀君）  ６番 須藤です。６款１項３目水稲振興費について伺います。成果書

19ページ、タブレット21ページになります。 

 ジャンボタニシの薬剤について、補助率の増幅、５万円の上限緩和や、販売店に直接支給
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する形にするなど、補助形態の変更についての考えはということで、昨年の予算決算の結果

で、議員間討議の内容を踏まえての質問でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。大浦地課長。 

○農林課長（大浦地明久君）  農林課長です。須藤委員のご質問にお答えします。本事業です

けれども、令和３年度から実施をしておりますが、例年購入実績よりも補助事業の活用者が

少ないというような状況になっておりました。 

 一方、本年度ですけれども、毎年実施している水田所有者への営農計画書発送業務に合わ

せたこの補助金の案内通知を同封するですとか、ＪＡや市内販売店への事業周知を徹底をし

た結果、多くの申請がございましたので、こういった事業周知というのをしっかりしながら、

活用者を増やしていって推進をしていきたいというふうに考えております。 

 補助形態の変更につきましては、事業の活用者から、この補助額に対するご意見というの

もちょっとお伺いをしておりますので、まずはその活用者からしっかりこの聞き取りを行い、

状況を把握していく中でちょっと考えていきたいと思っております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。 

 すみません、「本年度」というのは５年度、６年度、どちらでしょうか。大浦地課長。 

○農林課長（大浦地明久君）  すみません、令和６年度。 

○分科会長（西下敦基君）  ６年度ね。 

○農林課長（大浦地明久君）  はい。 

○分科会長（西下敦基君）  分かりました。 

 答弁が終わりました。再質疑ございますか。６番。 

○６番（須藤有紀君）  ６番 須藤です。 

 じゃあ、補助額について増額はヒアリングをした結果ということで、令和７年度以降考え

ていかれるという……、これは聞いちゃいけないんでしたっけ。 

         〔「まあ、検討状況、５年度のということで」と呼ぶ者あり〕 

○６番（須藤有紀君）  いいですかね。 

 じゃあちょっと、次年度以降、検討されていく方向ということで、よろしいでしょうか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。平川係長。 

○農林課主幹兼農業振興係長（平川  君）  今先ほど課長がおっしゃったように、今年度、

いろんな周知を結果した結果、その補助金に関しての活用は周知もされたし活用者もたくさ
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んあって、今現在は大丈夫ということになりますので、来年以降ですね、そのような上限設

定とか見直しとか、そういうものをまだやるとは言い切れませんが、いろんなその耕作をさ

れている方もいろいろまちまちですし、その面積に応じたとか、そういういろんな情報とか、

そういうものを見直しながら、まあ一律とはいけませんけど、増やすのか上限設定を変える

のか今の現状でいくのか、そこは来年以降これから、予算、要望の中で、含めて、考える、

検討するという形で進めていきたいなと思っております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

         〔「大丈夫です」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  よろしいですか。 

 関連質疑ございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、35番の質問を東委員からお願いします。 

○２番（東 和子君）  ２番 東です。 

 ６款１項３目、肥料価格高騰対策事業費、28ページです。 

 執行率49.3％だが、要因は。また、肥料価格高騰は農業者の経済的負担となりますが、今

後、社会情勢も鑑みてどのような対策を検討しているか伺います。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。大浦地課長。 

○農林課長（大浦地明久君）  農林課長です。東委員のご質問にお答えします。 

 当初、ＪＡ及び市内肥料販売店の１期前の令和３年度の秋肥、春肥の購入実績、そこに、

県の補正資料に記載をされておりました肥料の高騰率というのが1.7という数字がございまし

たので、この1.7を乗じまして、予算を算出をしました。 

 しかし、国が決定した高騰率が1.4であったことや、化学肥料の買い控え、化学肥料低減の

取組が進んだことにより、購入量の減少があったということが要因であると捉えております。 

 肥料価格は、一時よりも下がってきてはいるものの、高止まりであるとお聞きはしており

ますが、食料・農業・農村基本法が今年度改正をされまして、環境負荷低減というのが記載

をされている、そういったこともありますので、やはりこの取組というのは避けられない状

況であります。化学肥料、農薬の使用量低減や有機農業の取組などへの事業活用による、こ

ういった支援を通していって、支援をしていきたいというふうに考えております。 
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 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

○２番（東 和子君）  ありません。 

○分科会長（西下敦基君）  関連ありますか。 

         〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、36番目も東委員からお願いします。 

○２番（東 和子君）  ２番 東です。 

 ６款２項３目、農業施設維持管理費、37ページです。 

 農地改良施設の管理、修繕の今後の計画について検討をなされているか伺います。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。大浦地課長。 

○農林課長（大浦地明久君）  農林課長です。 

 その「農地改良施設」、土地改良施設ということでよろしいです。 

○２番（東 和子君）  はい。 

○農林課長（大浦地明久君）  東委員のご質問にお答えします。 

 井堰や用排水路をはじめとする土地改良施設というのは、市内の全域に存在をしておりま

して、その数は非常に多いということもございまして、この全ての施設の状況把握をして管

理、修繕の計画を立てるということは、難しく、その都度対応しているというのが現状です。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁は終わり。再質疑ございますか。 

○２番（東 和子君）  ありません。 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑ございますか。 

         〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  じゃあ、すみません、37番目の質問を私からで、６款３項１目で

林業振興総務費ということで、41ページですね。 

 県「森の力再生事業」により森林が整備されたとあるが、場所はどこか。また、どのよう

な整備がされたのか伺う。 

 答弁を求めます。大浦地課長。 

○農林課長（大浦地明久君）  農林課長です。西下委員のご質問にお答えします。 

 この「森の力再生事業」というのは県の事業となりますが、市で把握している内容としま

しては、整備箇所が３か所で、１か所目は志瑞地区。ここで、株式会社里山再生クラブが、
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生育状態の悪い木や枯れた木などを伐採する整理伐、それから伐採した竹が再生しないよう

にする竹枯殺処理というのを、0.45ヘクタール実施をしております。２か所目は沢水加地区

で、同じく株式会社里山再生クラブが1.61ヘクタールの整理伐、竹枯殺処理を実施しており

ます。 

 ３か所目は丹野地区で、こちらは株式会社西島土木が、整理伐を2.74ヘクタール、倒木等

処理を0.74ヘクタール、整備後の斜面を保護する簡易木造構造物を123メーター、実施をして

おります。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁はいただきまして、自分は以上です。 

 関連質疑ありますか。なければ、もうこれで農林課は終わりですので、農林課全体通して

質疑があればお願いします。 

         〔発言する者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  よろしいですかね。 

         〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  以上で、農林課の決算審査を終了します。 

 続きまして、茶業振興課の決算審査に移ります。 

 こちらも質問が来ていますので、38番目の質問を横山委員からお願いします。 

○１６番（横山隆一君）  16番 横山です。 

 ６款１項３目の農業振興総務費（茶業振興課）でございます。 

 質疑は、事業課題に関係団体との一体性や海外戦略とあるが、取組状況をお伺いいたしま

す。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。増田課長。 

○茶業振興課長（増田健人君）  茶業振興課長でございます。横山委員の質疑にお答えいたし

ます。 

 令和５年３月に策定しました第２次菊川市茶業振興計画の推進には、ご質疑のとおり、行

政、農協、生産者、茶商メーカー、そういった皆さんはじめとした、とにかくお茶に関わる

関係者が一体となって推進を図られることが重要であります。昨年の11月にいただいた政策

提言の中でもですね、積極的なＪＡとの情報共有を図り、茶価の維持と、販路拡大への指導

をするよう、ご提言をいただいております。 

 そういったこともありまして、本来ならば令和６年度設置予定でありました協議会におい
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ても、１年前倒させていただいて、今年の１月に菊川茶海外輸出推進協議会ということで新

たに設立をさせていただきました。 

 本協議会につきましても、行政、生産者、農協、茶商機械メーカーの皆さんにお集まりを

いただいております。こういった皆さんが同じ方向を向いた中でやはり進めないと、政策的

にはもう、進んでいかないというところは皆さん共有もしておりますので、引き続き関係者

の皆さんの連携を図って進めていきたいなと思っております。 

 また、海外戦略の取組状況でございますが、先ほど今申し上げました協議会の中では、海

外輸出、有機栽培による新たな販路開拓、出口戦略、そういったことに関係する茶興業の経

営の在り方、体制の再構築、そういったものを推進していこうというところが目的ではあり

ますので、情報共有、あとは課題に対してのご意見を交わさせていただいてございます。 

 そういった中で、やはり海外販路拡充というのが主な話題になりますので、そういった意

味では、この協議会が設立されたことによって、いろんな本当に関係者が集まって情報が入

ってきますので、そういった意味では、今後進めていく土台づくりはできたのかなというこ

とで考えております。 

 また、あわせまして、令和５年12月にですね、海外、菊川茶海外輸出戦略協定ということ

で、佐川急便さんと締結をさせていただきました。それに基づいて、ＥＣサイトを使って今、

海外に商品を売っているところでございます。今年の５月の13日から、サイトのほう運用を

開始しております。一般質問でもご質問いただきましたが、今現在、見積依頼でありますと

か商品の確認でありますとか、そのような問合せを含めまして、海外のバイヤーさんからサ

イトをサイトに来ていただいているという状況でございます。 

 以上でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わり。再質疑ございますか。16番。 

○１６番（横山隆一君）  16番です。 

 ここに書いてあるように、課題のところでね、茶業の活性化においては非常に重要なとこ

ろなんですが、やっぱり、関係団体、今言うＪＡであるとか行政であるとか、茶商いろんな、

ここへ書かれていることなんですが、ちょっと答えにくいかもしれませんが、一番のこの体

制に対しての課題というのはどう思っているんですか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。増田課長。 

○茶業振興課長（増田健人君）  茶業振興課長でございます。 

 今、委員がご質問されたところが、やはり一番、実は難しいのかなというところがありま
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す。ＪＡさんはＪＡさんの考え方、または、うちの輸入先さんも３市にまたがっているとい

うところもありまして、例えばうちのＧＩのお茶も、ＧＩだけ行くわけにはちょっといかな

いというところもあって。 

         〔発言する者あり〕 

○茶業振興課長（増田健人君）  あとは、ＪＡさんの考え方、組織の体制、いろいろあります

し、あとはまた茶商の、まあちょっと話が多少変わりますと、茶商の皆さんについても、や

はりもう個々の考え方。あとは、昔っからのお茶の仕入れ、歴史。 

 あとは、後継者の問題がやはりここに来て出てきています。市内10社ほど茶商の皆さんが

いますけれども、今の代の後、じゃあ何軒継ぐのかというところも実は課題としてうちは認

識をしておりますし、メーカーさんはメーカーさんでまた、いろんなことを、情報はたくさ

ん本当頂いているんですけども、じゃあ今後どうやっていくんだということで、「お茶関係

者」というくくりになりますと、本当に様々な立場、課題がありますので、そういった皆さ

んが、じゃあどうなったらいいんだというと、もうかっていくしかないというかですね。や

はりもうかる農業、先ほどもありましたけれども、それ茶業も全く同じでして。やはり、何

とかお金にしていくというところがないと、そこを一つ目標にみんな、そこ一つ目標にやっ

ぱり進んで、もういくしかないのかな。でないと、課題が１つずつやっぱり増えていってし

まうのかなという認識も持っていまして。 

 ちょっと、答弁になっているか分かりませんけども、実はそこの関係者が一枚岩になると

いうところが、一つ一番難しいと認識をしております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わり。よろしいです。16番。 

○１６番（横山隆一君）  16番です。 

 まあ課題は明確ですのでね、努力していっていただきたいと思います。 

 先般の一般質問で、非常にいい質問だと思うんですが、アリババのオンラインサイトでね、

いろんな見積りであるとかお問合せがあったということで、一つの光明が見えたかなという

ふうに思うんですが、これを進めるためには、今、菊川市の茶業全体に関わる問題もあるの

で、もし取引に成立して進めるといったときには、どこが事業主体、この主体として進める

ような状況になるんでしょうか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。増田課長。 

○茶業振興課長（増田健人君）  茶業振興課長でございます。 
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 サイトの運営についてはアリババ様です。 

 そのサイトを使っている普通は会社さんとかっていうことになるんですが、会社扱いに市

役所がなっております。なので、契約者は市役所ということになっております。その市役所

の中に、今回の取組やりたいよという茶商さんか生産者が連なっているという形態となって

おります。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

○１６番（横山隆一君）  大丈夫です。ありがとうございました。 

○分科会長（西下敦基君）  関連ありますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、39番目の質問を松本委員からお願いします。 

○１４番（松本正幸君）  それこそ…… 

         〔発言する者あり〕 

○１４番（松本正幸君）  重複する質疑になってしまって申し訳ないんですけれども、質疑が

出されておりますので。 

 海外輸出に向けた戦略、戦略を今後の施策に取り入れるとのことでありますが、戦略の柱

となる施策と課題は何か、ということでお伺いいたします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。増田課長。 

○茶業振興課長（増田健人君）  茶業振興課長でございます。松本委員の質疑にお答えさせて

いただきます。 

 海外に向けての柱となる取組ですけども、有機栽培のやはり拡大、海外販路の開拓、あと

それらに伴う茶工場の体制の改善、再編、そういったところが海外戦略を進めていく上のや

はり主な柱となります。 

 具体的に申しますと、有機栽培につきましては、やはり茶園の確保と生産者の確保となり

ます。若手生産者の中では年々、取組したいという方が増えているのも事実でございます。 

 そういった状況なんですけども、喫緊の課題としますと、やはり、茶園の確保、慣行栽培

とのやっぱりドリフトですね。１人が有機栽培をたくさんできるという、その面積的なとこ

ろがやっぱり１人当たりが少ないものですから、少ない畑の周りは慣行ということになって

しまいますので、そういった意味では少し、仲間というか、そういったことで生産者同士を

組ませるとかですね。 

 あとは、やはり農協さんともう少し調整を図りながら、ある程度、有機栽培の団地化みた
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いなところもやはり、お声としては聞いておりますので、もう一つ、これから、地元と話し

ていく機会も増えるはずですので、そういったところで、まず有機栽培の圃場の確保、あと

は、最終的にはやはり工場を回さないともうかっていかないものですから、その工場を回せ

る中でやっぱり収量の確保、そういったところまでつなげていくのがベストですし、これか

らの課題だと認識しております。 

 もう一方の柱の海外販路開拓につきましては、先ほど来から申し上げております、協定に

基づいたＥＣサイト、やはりこちらを柱とさせていただきたいと思っております。やはりお

茶は、特別、間に入る方がたくさんいらっしゃいますので、最終的な商品と実際の葉っぱの

値段にすごい開きがあります。このＥＣサイトのいいところというのは作っている人がもう

そのまま売り手になれるというところ、間を抜いているというところもありますので、やっ

ぱり利益率が高いものですから、こういったところを広めながらですね、少しでも利益の増

につながればと思っております。 

 まだ１年目ですし、これからいろんな地域絞り込んでいくのですけど、だんだんサイトの

運営もそちらに合わせ、そういったターゲットがだんだん分かってきたら合わせていきます

ので、やはり３年目ぐらいから出だすこともお聞きしておりますので、もうしばらくデータ

を取っていきたいなと思っております。 

 もう一本の茶工場の再編につきまして、やはり有機栽培とかサイトの運用をしている中で

も、やはりパッケージが、オリジナル、その国々とかに対応できますかというお問合せがや

はり、少なくないものです。多い、まあ多いとも言いませんが、やっぱり入るものですから、

逆に、中身は良くて、そのパッケージさえ対応すればもう外に出ていけるというバイヤーさ

んもいるものですから、そういったところでは、茶工場のその対応の仕方、そういったとこ

ろも今後の課題かなと思っておりますし、市としてＪＡとして、そこに何が支援できるかな

というところも認識を持っております。 

 以上でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。14番。 

○１４番（松本正幸君）  先ほどの質疑にもありましたけれども、いろいろな課題があるよと

いうことで今、課長の説明があったんですけれども、今後ですね、要するに、有機栽培に向

けた取組とか、海外展開、こういったものを戦略的にやっていかなければならないというこ

とだと思いますけれどもね、いわゆる戦略策定をする、目標としたスケジュールについてど

ういうお考えを持っているのかお伺いしたいと思います。 
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○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。増田課長。 

○茶業振興課長（増田健人君）  茶業振興課長でございます。 

 今、松本委員ご質疑にありましたその「戦略的」、戦略というよりもスケジュール感的な

ものにちょっとなってしまうかもしれませんけれども、有機栽培は農薬、肥料に３年やはり、

かかります。その間に、まあ私今２年目ですけども、やはり、サイトでどういったニーズが

あるのか、どういったお茶がやっぱり、どういったお茶を作れば売れるのかというところは

つかみたいと思いますので、今現在、有機栽培、昨年から、なるべく有機栽培にしていただ

くように、今、回っています。 

 当然、この３年なら３年、サイト回させていただく予定なんですけど、この３年で、多く

の情報が入ると思うんです。いち早く、農薬を切っておけばです、その３年は同じ３年です

ので、すぐに茶葉として勝負していけるものですから、やはりこの３年、まあそんなうまく

いかないとしても、この最初の５年がですね、やはり、ぐっと前に押し込んで、押し込んで

おく必要がある５年かなと思っております。やはりどうしても、情報があってもまだ有機と

して出せない、３年というのはやはり苦しいですから、そこをいかに早く仕掛けるかという

ところかなと思っています。スケジュール的にはここ５年が対象かなと思っております。 

 以上です。 

○１４番（松本正幸君）  了解です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁おわりました。再質疑ございますか。 

 関連質疑ございますか。２番。 

○２番（東 和子君）  ２番 東です。 

 今、課長のほうから有機栽培の話が出ましたけれども、実際に有機栽培に取り組んでいる

農家さんは今何件あるでしょうか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。増田課長。 

○茶業振興課長（増田健人君）  有機ＪＡＳ認証をお持ちの方ということでお答えさせていた

だきますと、５件となります。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

○２番（東 和子君）  ありません。 

○分科会長（西下敦基君）  関連はありますか。 

         〔発言する者なし〕 
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○分科会長（西下敦基君）  なければ、40番目の質問を坪井委員からお願いします。 

○３番（坪井仲治君）  最後の質問。 

 前のところで何か答弁いただいたような感じです、答えが出たような感じですが、茶園の

集積事業は有機栽培を進める上で必要でありますが、その実績の評価はということです。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。増田課長。 

○茶業振興課長（増田健人君）  茶業振興課長でございます。坪井委員の質疑にお答えいたし

ます。 

 集積ということで質疑をいただいております。有機の集積ということではまだ実績がござ

いませんので、慣行の集積というところでご回答させていただきますが、令和５年度の集積

実績につきましては、３つの経営体によりまして5.82ヘクタールを集積をいたしました。 

 実施地区につきましては、六郷地区の本所と牧之原で4.4ヘクタール、小笠南地区の高橋、

小笠東地区の川上、合わせまして1.36ヘクタールとなっております。先ほど申しましたよう

に、いずれも慣行栽培となっております。 

 今後につきましては、この「集積」といっても、やはり、有機と慣行と二本立ての施策と

いいますか取組をしていくのが先ほど来のお話につながっていくと思いますので、今後にお

いては、有機栽培の集積、圃場の確保、こちらについても進めていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁がおわりました。再質疑ございますか。３番。 

○３番（坪井仲治君）  実績分につきましては、この決算のところに出ていますので面積は分

かるんですけど、この面積を集積できたということに対する評価は。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。増田課長。 

○茶業振興課長（増田健人君）  茶業振興課長でございます。 

 評価ということにちょっとなるか分かりませんけども、こちらも補助事業として施行して

おります。 

 中遠管内、同じ、各市町、取組をしておりますが、この事業につきましては、令和３年、

４年、５年につきましては菊川市が圧倒的に集積面積が多い、多くなっております。うちが

５ヘクタール前後のところですが、ほかの市町は多分１ヘクタール前後かなと思っておりま

す。そういった意味では、まあ「成果」という解釈が正しいか分かりませんけど、中遠管内

で申しますともう圧倒的に集積が多い状況になっております。 

 以上でございます。 
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○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。３番。 

         〔「補足」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  あ、まだ。 

         〔発言する者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  まだ。 

         〔発言する者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  増田課長。 

○茶業振興課長（増田健人君）  補足です。 

 やはり、集積すればですね、その事業者、生産者がいらっしゃいますけど、やはり効率と

いうのは当然上がっておりますし、また、やりたいよということは大体皆さんおっしゃって

いただいております。そういった意味でも、まあ成果という部分はあるのかなと思っており

ます。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。３番。 

○３番（坪井仲治君）  集積の面積は中遠管内でよく分かりましたけど、現状、集積をしたく

ても集積できないという、そういう事情をお持ちの方も多分見えると思うんですが、そうい

うところに対して、行政のほうからちょっと介入してですね、集積を進めてくれないかとい

うんですか、その中抜きの土地の方に対してですね。そういう働きかけというのは、やるつ

もりはございませんか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。増田課長。 

○茶業振興課長（増田健人君）  茶業振興課長でございます。 

 まさしく今ご質疑いただいたことは、日常でありまして、やらせていただいております。 

 やはり現場まで行ってですね。当然、デスクのほうで、周りの状況、耕作者が誰か、誰が

大きくやっているか、どこの地元の方が、そういった情報はつかんで。あとは実際現場に行

って、経営者の確保でありますとか、茶畑、水源とは違って中入っていくとその畑が高かっ

たりするものですから、もう集積かからないので、そういった現状をまず、把握させていた

だきます。 

 やはり、行ってみて難しいなという畑もありますけども、やはりそこは何とか、周りの耕

作者にお願いしながら、苦しい中ですが、やって、交渉させていただいているというのが現

状でございます。 
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 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりましたが、再質疑、関連質疑…… 

         〔「再質疑」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  再質疑。３番。 

○３番（坪井仲治君）  ということで、多分、有機やりたくてですね、中抜きでやれないとい

うところもあるかと思います。ぜひ、交渉のほうも進めていただければ、よろしくお願いし

ます。 

         〔発言する者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  答弁。 

 関連質疑で17番。 

○１７番（山下 修君）  17番 山下です。 

 今の集積の関係なんですけれども、これ、県の農業公社というんでしょうか、中間管理事

業のほうでのいろいろな支援とかいろいろ、取りまとめとかそういう協力というのは多分あ

ると思うんですが、そこら辺の連携というのはどうなっているんでしょうかね。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。増田課長。 

○茶業振興課長（増田健人君）  茶業振興課長でございます。 

 今、委員ご質問のあったように、中間管理に乗らないとですね、この補助事業は使えませ

んので、そういった意味では、中間管理事業を活用しての、補助メニューを使って事業をし

ているということで、連携という意味では、取らせていただいているという認識でおります。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁おわりました。再質疑ございますか。 

○１７番（山下 修君） 支援制度というのはどんな支援があるんでしょう。分かれば。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。増田課長。 

○茶業振興課長（増田健人君）  茶業振興課長です。 

 集積する際に、当然違ったりする、抜根とか伐開とか、そういった一般的なものが対応で

きるような事業、補助メニューになっております。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わり、ございますか。 

○１７番（山下 修君）  結構です。 

○分科会長（西下敦基君）  よろしいですか。 

 関連質疑ございますか。８番。 

○８番（鈴木直博君）  ８番 鈴木です。 
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 事業成果の②に、菊川茶海外輸出推進協議会という協議会を開催していらっしゃいますが、

その中で、海外へのその商標登録、そういったことについての検討というのはされていらっ

しゃるんですか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。増田課長。 

○茶業振興課長（増田健人君）  茶業振興課長でございます。 

 それこそ、ＧＩを取らせていただいた際にですね、国のほうからもそういった助言はいた

だいております。 

 ただ、その国々に登録をしていくわけなんですけども、登録料というのは本当にもうウン

十万単位でかかってまいりますので、ご質疑いただいたとおり──当然、最終的には商業、

「商業」という言い方が正しい、登録をですね、しておいたほうが、やっぱりこのネームと

いうのは守れますし、万が一のときには大丈夫という保証も持てますが、今現在、先ほど来

から申しますように、どこの国、どこの国にそれを、ウン十万単位かけてやるのかというと

ころの、その絞りというのが今、正直できていませんし、逆に申しますと、やることは重要

だと、必要なことだと。いずれやることは必要なことだと認識はしておりますので、そのた

めに絞り込んでいるという感覚で今、その商標登録の分については進めさせていただいてお

ります。 

 以上でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

○８番（鈴木直博君）  ８番 鈴木です。 

 確かに今１国20万くらいかかるんですが、誰かに出されてしまうと──まあ、よく事例と

してあるのは中国で、青森とかですね、何かいろいろそういう、商標登録をして。これを、

取り消すという手続があるんですけど、それは20万どころじゃないんですよね。 

 提案ですが、ヨーロッパで１カ国、アメリカで１カ国くらいを、まあアジアだったらどこ

か１カ国、それは安いんですかね。そんなことで、どういう名前にするかというのもあると

思うんですけど、専門家とちょっと相談していただいて、検討を続けていただければと。 

 まねされたら、本当に大変ですから。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁要りますか。ご意見で。 

○８番（鈴木直博君）  もし、ご意見があれば。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。増田課長。 
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○茶業振興課長（増田健人君）  茶業振興課長でございます。 

 国のＧＩの協議会の中に商標登録の専門の人たちがいらっしゃるものですから、ご相談と

いうのは、昨年も何度かさせていただいてございます。具体的なお話もさせていただいては

ございますが、ちょっとまだ時期を判断でき切れてないという自分がいるものですから、引

き続き、専門家の皆さんと話をさせていただければなと思っております。 

 以上でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。 

○８番（鈴木直博君）  了解です。 

○分科会長（西下敦基君）  よろしいですか。 

 関連質疑ございますか。 

         〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、茶業振興課の質問は全部出ていますので関連、ほかに

全体を通して何かあればお願いします。よろしいですかね。 

         〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  以上で、茶業振興課の決算審査を終了します。 

 ここで、１時まで休憩になるんですけど…… 

         〔発言する者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  執行部の方は、これで退席になります。 

 ただ、今20分ですので、発議をやってしまったほうがいいかなと思うんですけど、皆さん

どうですかね。 

         〔発言する者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  じゃあ、発議のほうは、資料とか、事務が準備できましたらしよ

うと思いますので、５分ぐらい休憩してからということで、お願いします。 

 

休憩 午前１１時１９分 

 

開会 午前１１時２４分 

 

○分科会長（西下敦基君）  皆さま、準備はよろしいでしょうか。では、始めさせていただい

て、これより総務建設委員会を行います。 
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 ただいまの出席委員数は９人です。菊川市議会委員会条例第16条の規定による定足数に達

しておりますので、ただいまから総務建設委員会を開会いたします。 

 総務建設委員会に付託された発議第６号 厚生年金への地方議会議員の加入を求める意見

書を議題とします。 

 本件については、本会議場にて本人から発議の趣旨説明を述べていただいておりますので、

ここでは省略させていただきます。 

 本発議について、皆さまからご意見を伺いたいと思います。ご意見のある方は挙手にて発

言をお願いします。３番。 

○３番（坪井仲治君）  とりあえず、私からです。３番です。これ、厚生年金、地方議員が入

りますと、公費負担の中で均等割ということで約200億円ぐらいかかるんでしょうか。という

ことで、今、厚生年金あるんですけど、現役世代の保険料の引上げとか、引退世代の給付額

の抑制ですかが今続いている厳しい状態の中で、国民の年金制度を安定的に将来世代に引き

継ぐためには、年金改革はまだまだ必要という状況で、この地方議員の厚生年金に入って税

金投入でするというのは時期尚早かと思っております。 

 それから、あと成り手不足には、厚生年金入ったからと、４年短期の期間でございます。

成り手不足に直結はしないかと思います。 

 それから、あと厚生年金という面では、国民年金に入ってみえる個人事業主になるんでし

ょうか、農業ですか漁業ですとか介護ですか、介護関係は違いますけど、そのあたりもしっ

かりケアしにゃいかんと思いますんで、それが終わってからのような気もします。 

 ということで、地方議員の厚生年金だけを先取りしてやるということはどうかなと思いま

す。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  ご意見をいただきました。 

 ほかのご意見ある方挙手にてお願いします。 

 一通り意見が出た場合は、委員会での採択をしますので、賛成、反対でやっぱり自分の意

見を述べていただくべきかと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 ということで、６番。 

○６番（須藤有紀君）  ６番 須藤です。ちょっと30代ということで、正直、年金あれば確か

に、自腹で今30万以上払っていますので、ありがたいなとは思います。隆一議員と織部光男

議員の親心かなと思いながら受け止めさせていただいたんですけれども。 
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 ただ、大阪府の阪南市のほうでも、こちら年金に関しては反対する意見書が出ておりまし

て、その理由として、50年間、議員年金廃止されたものの今後50年間続くとすると、公費負

担の累計は１兆1,400億円にも上ると。３番議員もおっしゃったように約200億円もの公費負

担が生じるということで、財政面でかなり負担が生じるという点が、非常に私としても懸念

されます。厚生年金の加入で国庫に負担をかけて、ただでさえ少ない税金を入れた形になる

のは、ちょっと非常に心苦しい面もあるのかなというのは感じます。 

 あと、それと同時に、私自身もお金が欲しければ議員ではなくて多分別の職業に就いてい

たという面もありまして、若者で地方議員を志す場合は、金銭的な面というよりも、やはり

市を変えたいですとか、思いの部分を重視して議員を目指す方が多いかと思いますので、厚

生年金があれば確かにありがたいんですけれども、それを理由に地方議員になる方が少ない

んじゃないかというところを鑑みますと、厚生年金の加入によるメリットというところが、

地方議員の成り手不足解消に直接つながるとは言い切れないんじゃないかなと感じます。 

 公費負担がかなりの額生じるという点と地方議員の成り手の観点をちょっと考えてみまし

て、私は、大変ありがたいご意見だと受け止めつつ、反対の立場を取らせていただきたいと

思います。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  ほかにご意見ある方は挙手にてお願いします。ご意見言わない方

は、今言われた方とほとんど同じ意見という感覚にはなりますけど。結局、同じことを言っ

てもしようがないということで、もしほかの意見があればほかの意見でも、同じ意見でも構

わないと思いますけど、発言があればお願いします。 

         〔「私からもいいですか」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  別に誰からでも結構ですので、挙手していただければ指名をしま

すので。16番。 

○１６番（横山隆一君）  16番ですが。様々な理由があることは承知しています。成り手不足

については、菊川市や周辺の場合は逆にオーバーしているというようなことがありますが、

全国的に見ると成り手不足というのはやっぱりその辺で起因しているものがたくさん事例が

あるということです。 

 それと、私の場合なんですが、私が町会議員が終わったときですか、もう20年近く前にな

りますけども、２期やったんで18年前ですか。年金制度がなくなったんです。一時金だけで

終わっているわけですけども。私の場合は会社を経営しておりましたんで、厚生年金に加入
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しましたので、満額ではないんですが、少なくてももらえる状況ではあります。しかしなが

ら、今言ったようにそうでない議員もたくさんいたわけです。 

 現状言いますと、今、須藤委員言っていますけど、国民年金の所得割というんですか、と

いうのは18.3％かな。今、菊川の場合だけで申し上げると30万円ですが、実際所得税とか引

くと二十三、四万円ぐらいなんです、手取りで。そうすると、18.3％を払い込んで40年間、

基本的には満額もらうと。そうすると、とても払っていける金額ではない。 

 よく考えてもらいたいのは、老後において生活を営むのには年金しかないんです。自分で

職業持っていたら別ですけど。そうしますと、今がよくてもその頃になったときに非常に苦

慮するということが考えられる。 

 今言うほかの分に先取りしてというようなこと言った方いますけども、商業者であったり

漁業者であったり、農業者もそうなんですが、その農協なら農協団体とか、漁業者なら漁協

組合あるんですが、そういったところでもやはり有利な年金制度、年金とは言わないんです

けど、積立制度というのを持っているんです。公的な厚生年金ではないものの、そういった

制度はつくっております。 

 いずれにしても、中小零細企業で法人化されていないところは、やっぱり今言うように国

民年金に頼っているわけですが、そういったところも厚生年金の加入化というのを現在進め

ているんです。つい先日の新聞載っていましたけれども、１人でも２人でも法人化していな

いところは厚生年金加入がもう進められるという状況になっております。 

 そうした厳しい状況ですので、ぜひ認めていただいて、要望、意見書を国に対して上げて

いくべきだと私は思います。 

○分科会長（西下敦基君）  ほかのご意見ある方は。14番。 

○１４番（松本正幸君）  平成27年10月１日から被用者の年金一元化というものが、これまで

の厚生年金とか共済年金、こういったものに分かれていましたけれども、厚生年金に統一を

されております。その中で、地方議員、いわゆる首長も含めて、いわゆる地方自治体職員と

同様に一般の会社員と同時に厚生年金に加入できるような形になっているわけであります。 

 そんな中で、やはり地方議員の関係が非常に、先ほど来出ておりますけれども、成り手不

足とかそういった関係があるということも承知はしているんですけれども。考え方によって

は、加入すると政治参加の幅を広げ、地方自治体の発展に寄与するということが一つ言われ

ているんですけれども。実際に考えてみますと、その厚生年金に入った場合、やはり市の財

政に負担が大いにかかるということが言われております。ですので、財政状況が厳しいとこ
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ろだと非常に無理があるんじゃないかということが言われております。 

 それと同時に、議員の任期、これは４年ということで、いわゆるさらに続けるということ

は担保もないわけでありますよね、本来的に。そういうことを含めること、それから議員の

年齢層の幅が広いということもありますけど。既に年金をもらえそうな人もいるわけであり

ますので、そういう制度を基本的に同時にするということが、そういった面からいくと非常

に難しいということは言われているもんですから。 

 特に、今、市民が非常に関心のある関係については、当然いわゆる税収入もあまり増えて

いない菊川市でありますので、基本的にここへ市議会議員の厚生年金に加入にする場合につ

いての財政負担が伴うということがございますので、まだ時期として少々早いんじゃなかと

いうこともありますので、私はそういうことを踏まえて反対させていただきたいと、このよ

うに思います。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  ほかにご意見ある方は。２番。 

○２番（東 和子君）  ２番 東です。私も、やはり人口減少が叫ばれる中、それから企業誘

致をまだせねばならぬとそういう様々な課題がありまして、菊川市の税収がまだ見込めない

というか、前向きな日差しが、光が当たっていないというふうに感じております。 

 そのような中で、やはり議員の厚生年金加入により市の税金をそこに補填するとなれば、

やはり市民の皆さんの感情というのが非常に厳しいんではないかと思います。 

 ですから、私も今は時期尚早だと思います。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  ほかにご意見あれば、賛成意見とかもあればとは思うんですけど。

17番。 

○１７番（山下 修君）  厚生年金につきましては、やはり半分は、民間なら企業、こういう

公務員なら市、自治体へ公費負担が生じるという状況があるもんですから、それについては

やはりいろいろ議会の中で議論していった場合には、市民に対する説明というのは必要じゃ

ないかなと思うんです。そういうことがなされずに決めてしまうというのは少しいかがなと。

一つ時期尚早という部分があるんじゃないのか。こういった議論を市民にもこういう議論さ

れていますよということを投げかけることが必要じゃないかなと思います。 

 将来的には、本来は厚生年金があれば私は非常にいろいろな課題の解決にはなると思うん

ですけれども、そこら辺のことを考えますと、まだ時期尚早、もう少し議論を要するとこじ
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ゃないかなと、こんな感じがします。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  ほかにご意見のある方はいらっしゃいますか。８番。 

○８番（鈴木直博君）  ８番 鈴木です。皆さんが言われたように、市の財政に負担をかけて

しまうというそういうことがありまして、それを今やったらどうかということに対しては、

非常に早いんじゃないかなというふうに感じまして、反対をさせていただきたいと思います。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  ほかにご意見ある方は。11番。 

○１１番（横山陽仁君）  先ほど、松本さんが言われたように、やっぱり立場として、もう一

つは坪井さんが言われたように、議員の年齢層があるということと、４年で変わるという、

いわゆるこの中で、厚生年金が果たしていいのかというのまだ。時期的には、将来はもう自

然に、今、県議会議長会でももう、いわゆる賛成をして上へ上げているような状況なんもん

ですから、将来的にはなる可能性はあるけれども、それを菊川から今やるべきかねというと、

やるべきじゃないんじゃないのというふうに考えております。 

○分科会長（西下敦基君）  これで皆さんご意見出たと思いますけど、さらに言いたいという

方がいたら挙手にて、いなければもう採決でよろしいでしょうね。 

 それでは、一通りご意見が出されましたので、採決へ移ります。発議第６号 厚生年金へ

の地方議会議員の加入を求める意見書の賛成の方の挙手を求めます。 

         〔賛成者挙手〕 

○分科会長（西下敦基君）  挙手少数。よって、本発議は不採択すべきものと決しました。 

 それでは、27日の本会議で不採択すべきものと委員長報告を行います。 

 以上で、審査を終了します。 

 それでは、坪井副委員長、挨拶お願いします。 

○副委員長（坪井仲治君）  お疲れさまでした。 

○分科会長（西下敦基君）  これで、再開をまた１時からということで、よろしくお願いいた

します。 

 

閉会 午前１１時４１分 

 

再開 午後 ０時５５分 
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○分科会長（西下敦基君）  休憩前に引き続き会議を再開します。 

 商工観光課の決算審査についてです。質疑の出された順から順に質疑を行いますので、11

番目の質問のところで山下委員から最初に出ていますのでお願いします。17番。 

○１７番（山下 修君）  ５款１項１目労働者福祉対策費ということでお願いいたします。成

果書の６ページですけれども、コロナ禍や物価高騰を受けて、住宅資金と教育資金の貸付金

額の推移はどのように変化しているのかということを答弁お願いいたします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。槫林課長。 

○商工観光課長（榑林英介君）  商工観光課長です。よろしくお願いします。 

 まず、勤労者住宅建設資金貸付金における新規の件数と貸付金額の令和元年度からの推移

ですけれども、少し数字の羅列になりますが、令和元年度、28件、１億4,000万円、令和２年

度、18件、9,000万円、令和３年度、17件、8,500万円、令和４年度、18件、9,000万円、令和

５年度、６件、3,000万円となっております。 

 次に、勤労者教育資金貸付金における新規の件数と貸付金額の令和元年度からの推移です

けれども、令和元年度、５件、610万円、令和２年度、８件、1,500万円、令和３年度、12件、

1,982万円、令和４年度、10件、1,094万円、令和５年度、11件、1,496万円となっております。 

 住宅建設資金につきましては、物価高騰等の影響により、市場全体で住宅の建設コストが

上昇し、住宅建築に係る借入額が増加していますが、労金掛川支店の担当者からの聞き取り

では、労金の貸付実績は、コロナ禍や物価高騰の影響による件数、貸付額の変化は見られな

いとのことでした。 

 令和５年度に借入件数が減った理由としては、固定金利上昇に伴い、変動金利の需要が増

加したこと。このローンにつきましては固定金利にある金利が下がるという仕組みなので、

変動性を選択すると、この金利は適用されませんので、固定金利上昇に伴いまして、変動金

利の需要が増加したことによるものと推測されるとのことでありました。 

 また、教育資金の貸付件数が令和元年度から増加傾向にあるのは、全国的に進学率が上昇

していることや、物価上昇に伴い、ご家庭において教育に回せる資金が減少していることな

どが要因であると推測されます。 

 菊川市としましても、より利用しやすい制度とするため、昨年度、菊川市勤労者教育資金

貸付制度要項を改正し、元金の返済期間を５年から10年に変更することで、利用者の負担軽

減を図っております。 



 

－60－ 

 以上でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁は終わりました。再質疑ございますか。 

○１７番（山下 修君）  結構です。 

○分科会長（西下敦基君）  関連はありますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、12問目の質問を坪井委員からお願いいたします。 

○３番（坪井仲治君）  ３番 坪井です。就労支援事業費です。シルバー人材センターの要員

不足に対する施策はということです。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。槫林課長。 

○商工観光課長（榑林英介君）  商工観光課長です。シルバー人材センターの要員不足に対す

る施策ということで、昨年11月に65歳以上を対象としたシニア面接会を静岡県と連携して開

催いたしました。その中で、シルバー人材センターのブースを設置し、登録者の募集を行い

ました。昨年度、シニア面接会への参加者は12名おりましたが、シルバー人材センターへの

登録はゼロ名でした。また、毎月第３金曜日に行っている就職転職相談会に65歳以上の方が

来られた際は専門のキャリアコンサルタントと面談していただき、シルバー人材センターを

紹介及び登録について説明をしていただいております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。３番。 

○３番（坪井仲治君）  ３番 坪井です。採用ゼロということですが、その理由については把

握されておりますか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。槫林課長。 

○商工観光課長（榑林英介君）  事後のアンケートとかを取っていないのですが、理由につい

て、すみません、把握している内容のほうはございません。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

○３番（坪井仲治君）  以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  よろしいですか。そうしたら次の質問、同じところで２番目の須

藤委員からお願いします。 

○６番（須藤有紀君）  ６番 須藤です。同じところで質問をさせていただきます。７名の就

労先の業種は、女性の再就職、若年層の就職先ニーズ、希望職種、就労形態は把握している
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か、２点お伺いいたします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。槫林課長。 

○商工観光課長（榑林英介君）  商工観光課長です。７名の就職決定者の就労先業種につきま

しては、事後アンケート調査により把握したものとなります。２名がパート、１名が派遣社

員、４名が未回答という結果でした。また、詳しい就労先につきましては未回答となってお

ります。 

 女性の再就職の希望職種、就労形態につきましては、毎月第３金曜日に開催している、な

でしこワークの参加者に対しアンケートを行うことで把握に努めております。職種としては、

事務が38％、製造で35％、事務と製造業で全体の約７割を占めているという状況です。また、

希望される就労形態としましては、パートタイムを希望される方が多いという結果でござい

ました。 

 若年層の就職先のニーズにつきましては、小笠地区管内の高校を訪問し、就職担当の先生

との情報交換を行い、把握に進めております。高校生は福利厚生や休暇の制度、ワーク・ラ

イフ・バランス等を重視して就労形態が自分のライフスタイルに合っているかどうかを中心

に考えている生徒が多いとのことでした。 

 また、職種としては、事務や製造を志望する生徒が多く、同じ高校で卒業した先輩のいる

就職先を志望する生徒が多いとのことでありました。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。６番。 

○６番（須藤有紀君）  ６番 須藤です。確認なんですけど、小笠管内の高校生を対象に調査

されたと、今、おっしゃったようにお聞きしたんですけれども、小笠管内とはというところ

を確認させていただきたいのと、あと、若年層、福利厚生、休暇制度を重視されているとい

うことで、賃金よりも就労形態のほう、休みが多いほうを重視する傾向があるという認識で

よろしいでしょうか。２点、確認です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。槫林課長。 

○商工観光課長（榑林英介君）  商工観光課長です。小笠地区で、掛川市、菊川市、御前崎市。

あと、福利厚生で、115日以上の休暇があるというのをラインとして見ているそうです。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

○６番（須藤有紀君）  大丈夫です。 
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○分科会長（西下敦基君）  なければ、３番目のほう、自分から質問させてもらいます。同じ

ところで、内容は、就職転職相談会はどのような市民が参加され、相談内容などについて伺

う。企業見学バスツアーの参加者が少ないように感じるが、広報や募集はどのようにしてい

るのか。また、採用につながった事例があるのか、お伺いします。 

 答弁を求めます。槫林課長。 

○商工観光課長（榑林英介君）  商工観光課長です。就職転職相談会後に実施しているアン

ケートでは、就職転職相談会に参加される方は在職中の方が多く、相談内容は転職に対する

不安や応募書類の書き方等の転職準備について相談される方が多いという結果でした。 

 企業見学バスツアーの広報、募集の仕方についてですけれども、広報きくがわ１月号の行

政ページへの掲載のほか、市公式ＳＮＳで募集を行いました。また、県内の大学や近隣市の

高校へチラシを配布し、参加の募集を行いました。 

 採用につながった事例についてですが、昨年度実施したバスツアーの参加者の中で見学先

の企業へ就職した方はいませんでした。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。バスツアーについてですが、これって定員

何人ぐらいで予定をしていて、この人数だったのか。もし分かればお伺いします。 

 答弁を求めます。寺田係長。 

○商工観光課産業振興係長（寺田  君）  産業振興係長でございます。募集の人数につきま

しては、特に制限を決めていなくて、一応、市のマイクロバスを使う予定でございますので、

マイクロバスに乗り切れるぐらいの人数で考えております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  分かりました。自分からは以上です。ここの就労支援事業費のと

ころで、何か質問とか関連質疑があれば。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、次のほうに行きます。 

 16番の質問を横山隆一委員からお願いします。ふるさと納税事業費のところです。 

○１６番（横山隆一君）  16番 横山です。７款１項１目のふるさと納税事業費です。質疑は、

寄附件数・額とも減少した原因と委託業者の変更についての説明をお願いします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。槫林課長。 

○商工観光課長（榑林英介君）  商工観光課長です。寄附件数及び寄附額については、令和
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５年度は令和４年度と比較しまして1,988件の減少、寄附額は2,547万4,500円の減額となりま

した。 

 寄附件数及び寄附額が減少した原因としては、令和４年度８月に人気レストランの商品券

の取扱いが終了したことのほか、ふるさと納税制度の運用の変更が大きく影響したものと考

えております。ふるさと納税制度の運用の変更では、今まで経費として算入されていなかっ

た兼任職員の人件費やワンストップ特例の受付に係る経費などが経費として計上しなければ

いけなくなり、寄附額に対して経費率を50％以下に抑えるため、一部返礼品を除き寄附額を

増額し、返礼率を下げました。例えば、3,000円相当の返礼品について、１万円の寄附額だっ

たものを１万1,000円に変更したというものになります。今までと同じものを選んでも必要と

なる寄附額が増額されることになりますので、他市と比べて選択されにくくなり、件数が減

少したと考えております。 

 また、人気返礼品であった寝具類が10月から12月までの３か月間、総務省による審査のた

め、寄附の受付再開ができなかったことも影響しております。 

 受託業者の変更の理由については、近年、全国的にふるさと納税の市場が拡大している中、

菊川市の寄附額は伸び悩んでおり、魅力ある返礼品の開発や効果的な情報発信が必要である

と考えておりました。新たな中間支援事業者の選定に当たっては、事業者によって得意分野

が異なるため、プロポーザルにより事業内容を比較し、新規返礼品の開発や効果的な情報発

信を得意としている委託業者に変更いたしました。 

 現在、新たな中間事業者と連携し、菊川市特産品を主原料としたオリジナル返礼品の開発

やポータルサイト内のページデザインの改修等を進めているところです。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質問ございますか。16番。 

○１６番（横山隆一君）  16番です。件数も額も減少したということなので、それについては

いろいろ関連する事項が大分あるので、何点かお聞きいたします。 

 まず聞きたいのは、渥美嘉樹議員が、この前、一般質問で10倍に寄附額ができないという

ような極端な質問をしましたけれども、ちょっと聞きたいのは、そこで答弁が、確かトータ

ルで利益が出たということを言っていましたよね。その利益についてですけど、この平和

５年度の寄附額が、今言う9,400万円です。単純な話ですが、事業費が、これで見ると5,400

万円出ていますが、これをストレートに寄附額に対して経費を引けば利益だということでし

ょうか。 
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○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。槫林課長。 

○商工観光課長（榑林英介君）  すみません、お待たせしました。先ほど一般質問でも答えた

計算と数値……。 

○１６番（横山隆一君）  簡潔でいいですから。 

○商工観光課長（榑林英介君）  まず、寄附受入額というのが寄附してもらった額、そこに経

費が50％を超えないような経費、それがマイナスになります。そこに流出額、菊川市の人が

ほかの市に寄附した、それに対して75％交付税が返ってくる。その要素をやっていくと、取

りあえず出ていったよりも措置されているものもあるんだから黒字というような形で。 

○１６番（横山隆一君）  ちょっと具体的に聞きます。そういう金額というのは、この前、答

えてくれていたんでしょうか。幾らでしたっけ。 

○商工観光課長（榑林英介君）  令和３年度から５年の３年間ですと１億3,738万4,553円の黒

字ということで一般質問のほうではお出ししています。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。16番。 

○１６番（横山隆一君）  先ほど言った、国のほうから、返礼品のパーセンテージであるとか、

先ほど言った経費の50％というのが出されてきて、ホームページを見ると、ふるさとチョイ

スであるとか、ふるなびだとか、幾つかポータルサイトがありますよね。ここの経費という

のは、委託料のところの5,000万の中のことなんでしょうか。それでポータルサイトというの

は幾つかありますけど、トータルでその金額になるんですか。幾つか出ていますけれども。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。寺田係長。 

○商工観光課産業振興係長（寺田  君）  産業振興係長でございます。横山委員がおっしゃ

られたとおり、委託料につきましては各ポータルサイトに支払う金額がそちらのほうに計上

されているような形になります。各サイトごと、寄付額に対するパーセンテージは異なりま

して、そのトータルが、今、4,571万7,000円ということになっております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。16番。 

○１６番（横山隆一君）  非常に細かいことなんですけど、先ほどの課長のほうから、寝具と

言いましたか、枕とかという話がございましたけれども、この辺の原材料費とか、返礼品と

して認定されるルールが変わったんですよね。見ていったところ、ちょっと気になるのは、

幾つかあるんですけど、さっき言った寝具、枕とかいうのもあるし、気になった点だけ、た

くさんあると思うんですが、丁子屋のとろろとか、黒毛和牛とか、ほかにもいっぱいあると
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思うんですが、本真珠、パールとかって出てくるんですが、こういったものが認定されてい

るかどうかなんですが、ここの報告書ですと、５年度に109品の新規返礼品を追加したという

ことですけれども、その辺が、ポータルサイトを見ていて、ちょっと不思議だなと思うんで

すけど。それは認定されているものなんですか。その辺の説明ができますか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。寺田係長。 

○商工観光課産業振興係長（寺田  君）  産業振興係長でございます。今、おっしゃられた

返礼品、例えば黒毛和牛とか、丁子屋のとろろとかありましたけれども、例えば、丁子屋さ

んのとろろですと、小笠町のほうで栽培されている方のものが使われているということで、

返礼品として登録をさせていただいております。黒毛和牛につきましては、おっしゃってい

るのはローストビーフになるかと思うんですけれども、お肉を市内の店舗でローストビーフ

という料理に変えているということで、そこで返礼品の基準を満たす。お肉をそのまま出す

のであればだめですけれども、付加価値をつけて出すというのはオーケーというルールがご

ざいますので、そういった形で、それぞれの理由がございますけれども、上げさせていただ

いております。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質問ございますか。16番。 

○１６番（横山隆一君）  16番ですけれども、もう１点だけ。全国的に流出額がすごい多い地

域もあったりして、私は、このふるさと納税制度というのはちょっと否定的な考え方を持っ

ているんですけれども、あまり自治体間で競争はすべきではないという考えを私は持ってい

ますけれども、全国的に、今言う返礼品の30％であるとか、あるいは今の業務委託料とか、

自治体が使えるお金が幾らといって、トータルで100になるわけですけど、これを圧縮するた

めには、業者への支出額をできるだけ減らそうという動きがあって、国からの指導もあるら

しいんですけど、できるだけポータルサイトの設定にしても地元業者に頼めないかという話

が、先ほど課長からもありましたけれども、そういった動きが結構あるということですが、

専門業者というか地元業者では対応できないものなんですか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。槫林課長。 

○商工観光課長（榑林英介君）  商工観光課長です。今回、中間支援事業者については熊本の

事業者になるんですけれども、全国展開しているようなところであります。今回、この選定

に当たっては、プロポーザル方式でやったものですから、その中で地元業者というのはなか

ったものですから、今回、その中で特徴のある提案をしていただいたところに決めたという

ところでございます。 
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 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。よろしいですか。 

○１６番（横山隆一君）  分かりました。 

○分科会長（西下敦基君）  関連ございますか。６番から。 

○６番（須藤有紀君）  ６番 須藤です。ふるさと納税がかなり減少されたということで、ゴ

ルフ場に力を入れて増収に努めていくというふうに事業成果にも書いてあるんですけれども、

実際のゴルフ場での増額はどのくらいだったのか、もし分かれば教えていただきたいのと、

自動販売機設置費用と寄附総額の増額分がどのくらいあったのか、お伺いできればと思いま

す。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。槫林課長。 

○商工観光課長（榑林英介君）  今、金額については少し時間を……。実際にはゴルフ場のホ

ロンと菊川カントリーの２か所に自動販売機を設置して、そこでそのままゴルフ券、割引券

を発行している中で、実際、初期費用と保守費用、あとゴルフ場の利用券自体も、自動販売

機だけでなく、それまでの事業と同じように、それも増えているものですから、自動販売機

で利用している部分と、一般的なサイトから来てふるさと納税をしてくれている方もいらっ

しゃるので、そんな状況になっています。 

○分科会長（西下敦基君）  寺田係長。 

○商工観光課産業振興係長（寺田  君）  ゴルフ場のほうの増額の金額についてですけれど

も、令和４年度と５年度を比較させていただきまして、２つのゴルフ場で約800万円ほど増額

になっております。 

 以上でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質問ございますか。６番。 

○６番（須藤有紀君）  ６番 須藤です。そうしますと、さわやかがかなり痛手だったけれど

も、ゴルフのほうで800万円ほど巻き返していて、ゴルフ場の利用者増で関係人口の創出にも

貢献しているということで、800万円の増収と関係人口の創出と２点利点があるという認識で

よろしいでしょうか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。槫林課長。 

○商工観光課長（榑林英介君）  ゴルフ場のほうは、ホロンと菊川カントリーで、お客様の層

も違ったりするものですから、それに対しても十分対応できていたのかなと。菊川カント

リーさんのほうが、市外とか、高所得者というんですか、ちょっと差がある中で金額も変わ
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ってきてございますが、交流人口も増えているという認識でございます。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質問はよろしいですか。 

○３番（坪井仲治君）  関連。 

○分科会長（西下敦基君）  坪井委員。 

○３番（坪井仲治君）  私も、ゴルフ場を、その２つを利用するんですけど、コンペの受付で

１時間ぐらいフロントにいるんですけど、自販機を使っている方を見たことがないんです。

自販機利用の方とネット申込みの方の割合というのは分かりますか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。寺田係長。 

○商工観光課産業振興係長（寺田  君）  産業振興係長でございます。ゴルフ場の利用者、

令和５年度でございますが、ゴルフ場への寄附をされた方が約870人ほどいらっしゃいます。

そのうち自動販売機を利用された方が156名おります。 

 以上でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。関連で。17番。 

○１７番（山下 修君）  17番です。先ほどお肉の関係を言われたんですけど、これから静岡

県で唯一の食肉加工場という形になってくるわけですけれども、肉をそのまま扱えるという

ような状況にはならないんですか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。星野部長。 

○建設経済部長（星野和吉君）  建設経済部長です。食肉センターの件だと思うんですが、県

内に１か所となるということだと思います。そこで確保した肉については、菊川市の返礼品

として取り扱うことができるということでは聞いております。ただ、今、国内の豚とか牛と

かが、結構、取引がすごく活発化しているといいますか、奪い合い状態になっているという

ことで、それぞれ臓物系が引き上げ、やはり業者がそこについちゃっていて、高値で取引さ

れることがあるものですから、どこまで市内のふるさと納税に持っていけるかというのは、

まだはっきりしていないところでございますが、一応、市長、私もそうですが、経済連のト

ップと話をさせていただいて、そういう要請のほうは今年させていただいておりますし、担

当部局のほうも畜産振興課と話をしながら、菊川市のふるさと納税に、できれば協力してい

ただきたいというお願いをして、今、調整に入っている段階でございます。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 
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○１７番（山下 修君）  あそこの施設は税が入らないということですので、ぜひそちらのほ

うで頑張っていただいて、市の収益になるようにお願いします。要望です。 

○分科会長（西下敦基君）  ほかにこの２点で関連がありますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、16番目の質問を私からさせてもらいます。７款１項

２目経営安定資金利子補給等支援事業ということで、質問事項としては短期経営改善資金は

どのような内容で活用されたのか、お伺いします。 

 答弁を求めます。槫林課長。 

○商工観光課長（榑林英介君）  商工観光課長です。短期経営改善資金は市内中小企業者及び

組合の皆様が経営の安定化及び合理化のために短期的に必要な運転資金の借入れを行うもの

です。昨年度活用された主な内容は、資材の仕入れや人件費などとなっております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  分かりました。再質問はございません。関連はありますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ17番目の質問を坪井委員からお願いします。 

○３番（坪井仲治君）  ３番 坪井です。エネルギー高騰対策支援事業費です。省エネ設備導

入促進事業費補助金利用者の温室効果ガスの削減、（省エネ効果）はということです。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。槫林課長。 

○商工観光課長（榑林英介君）  商工観光課長です。本補助制度については、６社が利用し、

省エネ設備導入後の年間の二酸化炭素排出削減量は合計119.6トン、導入設備によりますけれ

ども、６％から87％の削減効果となっております。具体的な導入設備の内容ですけれども、

産業用モーターが２基、空調設備が５基、照明が３基、冷凍・冷蔵設備が１基となります。

利用した業種は、製造業、製茶業、施設園芸業、飲食業、工芸業と様々となっております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質問はございますか。３番。 

○３番（坪井仲治君）  ３番です。温室効果ガスの排出の抑制がされたという実績を、これを

上げることが可能になるんですね。この積み重ねをこれから……。 

○商工観光課長（榑林英介君）  上げるというのは。 

○３番（坪井仲治君）  温室効果ガスの削減を実施しましたということで、きっと、まとめて

上げていくと思うんですけれども、そういうものの一助になるということでしょうか。 
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○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。槫林課長。 

○商工観光課長（榑林英介君）  商工観光課長です。今回お知らせした119.6トンという二酸化

炭素の排出削減量につきましては、各企業が一般財団法人の中東遠タスクフォースセンター

という専門機関に出して独自に算出して、買うときにこれぐらい減るよというようなことで

やっているものになります。その合計が119.6トンというものになりますので、それを使って

いけば測減されていくよというものに更新したというか、変えていくというものになります。 

○分科会長（西下敦基君）  ３番。 

○３番（坪井仲治君）  各企業それぞれ、多分、数字を割って上げれるはずなんです。市とし

ても、この努力義務として補助金を与えて、そういう企業にそういう削減をさせましたとい

うことで、トータル的に令和５年度はこのくらい、６年度はこのくらいと、そういうふうな

上げ方をしていくと思うんですけど、そういう方向というのはあるんですか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。環境推進課とか、そちらのほうに……。槫林課

長。 

○商工観光課長（榑林英介君）  商工観光課長です。すみません、ちょっと明確に答えられま

せんので、多分、市のものは環境が取りまとめをするんですけれども、その中にこれが入っ

ているかどうか、また確認をさせていただきたいと思います。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  関連があれば。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ18番目の質問を山下委員からお願いします。 

○１７番（山下 修君）  17番です。７款１項３目工業活動支援事業費ということで、先進技

術視察内容はどのようなものであったか。それに参加された方の感想はどうであったかとい

うことで、答弁をお願いします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。槫林課長。 

○商工観光課長（榑林英介君）  商工観光課長です。先進技術視察は商工会が実施する工業振

興を目的とした事業です。令和５年度は市内事業者のＮＯＫ株式会社東海事業所、フジオー

ゼックス株式会社、菱電旭テクニカ株式会社の３社の視察を実施しております。視察後に商

工会にて実施したアンケートでは、自社以外の製造現場を見学できる機会は少なく、他社の

省人化や省エネ、ＤＸ化に対する取組など、非常に参考になった。とてもよい企画であり、

他社の現場を見ることで幹部社員の気づきの場としたいなどの感想が寄せられ、市内企業の
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経営力や資質の向上が図られたものと考えております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。17番。 

○１７番（山下 修君）  17番です。今のお答えの中に市内の事業者の中で工場の省エネに取

り組んでいるというようなご回答があったんですけれども、そこら辺は何か市としても推進

しているようなところがあるんでしょうか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。寺田係長。 

○商工観光課産業振興係長（寺田  君）  当然、市の施策としまして、省エネを推進してい

るということはございますけれども、今回、視察した内容につきましては、各企業や各社に

おいて、どういった努力で省エネにされているかというようなところを市内の業者さんが見

て学ぶというような機会だと聞いております。 

 以上でございます。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。17番。 

○１７番（山下 修君）  多分、企業向けで、県のほうでもそういった省エネに対する指導と

いうか支援を行う機関があると思いますが、そういったのもまたご紹介していったほうがよ

ろしいのかなと思いますので、よろしく。 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑ございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、19番目の質問を松本委員からお願いします。14番。 

○１４番（松本正幸君）  ７款１項４目蓮池公園の管理費、決算書が85ページになります。令

和５年に「どうする家康」を契機に、獅子ヶ鼻砦を観光スポットとして再整備してきました

が、一過性で終わらない観光スポットとしての機能は確立しているか、お伺いいたします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。槫林課長。 

○商工観光課長（榑林英介君）  商工観光課長です。獅子ヶ鼻砦につきましては、令和５年の

「どうする家康」の放送に伴いまして、令和４年度に看板やベンチなどを整備いたしました。

「どうする家康」の放送に合わせまして、蓮池公園を会場に集客イベント、おひざもと市を

令和４年度に５回、令和５年度に３回開催いたしました。 

 また、浜松市の大河ドラマ館に出展した際にも、家康公ゆかりの地として獅子ヶ鼻砦跡を

紹介し、観光客の現地への来訪を促しました。 

 これらの大河ドラマに合わせたＰＲが一過性のものとならないように、令和５年度から開
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始したレンタサイクル事業では、リーフレットやインターネット上のウェブコラムなどで紹

介しているモデルコースに獅子ヶ鼻砦を組み込むなど、城跡への関心が低い層への浸透を図

りました。また、獅子ヶ鼻砦跡は市内の歴史を語る上で重要な史跡文化財でもあります。歴

史好きの方に市内の文化財に親しんでもらうために、埋蔵文化財センターが例年開催してい

る、どきどきスタンプラリーでは、獅子ヶ鼻砦跡がスポットの一つに指定されており、遊歩

道や看板を整備したことでスタンプラリーに参加する子どもにも登りやすくなっております。 

 獅子ヶ鼻砦跡につきましては、商工観光課だけでなく、観光協会や教育委員会、そして令

和７年度からの再開を目指している小菊荘の指定管理者とともに、市内の観光資源の一つと

して活用していきたいと考えております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。14番。 

○１４番（松本正幸君）  14番です。今、説明をいただいたんですけれども、蓮池公園、獅子

ヶ鼻砦については、一体的になっているわけでありますので、当然、施設の管理、こういっ

たものが、次年度でありますので、今年度の予算に計上されているものがあるかと思うんで

すけれども、どういったものが基本的に次期予算に反映されているのか、少しお伺いをした

いと思います。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。高木係長。 

○商工観光課商工観光係長（高木  君）  商工観光係長です。蓮池公園の管理費については、

獅子ヶ鼻砦なども含めてというところで予算を計上しております。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。14番。 

○１４番（松本正幸君）  14番でありますけれども、そもそも私、蓮池公園の近くにあるもの

ですから、少しあそこの周辺を見て回るんです。管理があまり行き届いていないような環境

というか、そうした形があるんですけれども、また、公園へ訪れる人たちも非常に少なくな

っている。これは小菊荘の絡みもあるでしょうし、また、グラウンドの利用の関係もあるか

と思うんですけれども、子ども連れの来てくれる方々が非常に少ないと思っているんです。

どういうことか伺いたいなと思うんですけど、どうですか。ですので、管理が行き届いてい

るかどうかを確認したいなと思います。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。槫林課長。 

○商工観光課長（榑林英介君）  管理につきましては、予算の範囲内ということになってしま

って申し訳ありませんけれども、年に２回ぐらいは草の剪定とかを含めてやれるような予算
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がございます。また、子どもが少ないというところは、今、遊具が老朽化している中で、少

しいろいろ考えていかなければならない。使用できない、一番メインで大きいのが離れてい

る。今後、指定管理のほうを再開したいという中で、蓮池公園、砦もそうですけれども、そ

ういう管理も含めて指定管理者の管理をしてもらう範囲を含めて使用のほうをしているもの

ですから、そういう中でも連携しながらやっていきたいと思っております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。14番。 

○１４番（松本正幸君）  説明はすごく分かるんですけれども、子どもがなぜ来ないかという

ことは、遊具が使えないから来ないと思うんです。遊具が使えない状況にあって、これは令

和５年度くらいに、もう同じ状態になっていたんです。それが６年度になっても、まだ遊具

が使えない状況にあるということですので、そこら辺の関係は管理の状態があまりにもよく

ないんじゃないかなと思っているんですけれども、それはどうなんですか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。星野部長。 

○建設経済部長（星野和吉君）  建設経済部長です。ありがとうございます。小菊壮等公園関

係については、やはりトイレなんかも古いというので、和式であって洋式がなかったりとい

うのがあったり、あと木々も繁茂が激しいものですから、少し暗いような状態になっていて、

子どもたちが、そこには防犯上の観点からいくと、やはり人が目で見えるような形にしてい

かなければいけないのかなと思います。野球のほうも、野球のナイターチームが大分減って

きているということで、夜の利活用も少なくなっている状態で、日曜日とかソフトボール大

会なんかも大分減っているということで、利活用される方も減っている、なおかつ老朽化も

しているということでございますので、そこら辺は一度見直しをさせていただきたいなとい

うことは考えておりますが、過去に旧小笠町で一番古い公園ということで、リニューアル計

画というものは立ててはあるんですが、市内４か所のリニューアル計画はまだ全然進んでい

ない状態でございますので、長期の中では、そういった計画の中で順次、整備のほう考えて

いかなくてはいけないんですが。当面どんなことができるかについて少し整理をさせていた

だいて、やはり安全に利用していただく、壊れた遊具については、早くなるべく撤去してい

きたいというような形で考えていますので、そこら辺の予算の要求のほうはさせていただき

たいなと思っています。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。14番。 
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○１４番（松本正幸君）  14番。今、部長が説明したんですけれども、遊具を取り壊して、い

わゆる解体をして、その後というのはどういう状態を……。説明の中であったんですが、解

体して終わりじゃないですよね。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。星野部長。 

○建設経済部長（星野和吉君）  蓮池公園の遊具も、過去にはちょっとつくりの小っちゃいや

つを新規に入れてたりとかはさせていただいております。やはり今の遊具いうのはコンク

リートで造っているような形、今の安全基準を完全に満たしているかというと満たしていな

い状況のものもありますので。壊すものは先ほど壊すと言いましたけど、壊したものに代わ

ったものが必要であるというふうに考えますので、ちょっと形を変えた形で新たなものを設

置していかなくてはいけないと考えております。 

○１４番（松本正幸君）  了解です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。よろしいですね。関連質疑で16番。 

○１６番（横山隆一君）  関連ですけど、以前あそこのところはアスレチックがあって、蓮池

公園の上、今この前整備した、砦のほうですけど。すごい人出があったんですね、あそこの

ところは。 

 それで、今度、指定管理者が決まるだろうと思うんですけど。私が前から申し上げている

とおり、グラウンドと公園と小菊荘というのは一体的な運営をするというのは非常にメリッ

トがあると思うんですよね。そういった意味で、指定管理者、今度は要件が出されているん

でしょうけども、その指定管理をするための要件が出されているんでしょうけども、まさに

指定管理者の一番の運営のノウハウが一番生かせるところだと思うんですよ。公園と管理が

どうのというところにあるわけですからね。グラウンドと小菊荘と砦と公園と、そういった

意味で、指定管理者と、今後のことになるかもしれませんが、協議をして、全体の活性化に

向けて進めていっていただきたいなと思います。 

 以上ですけど。 

○分科会長（西下敦基君）  ご意見でよろしいですか。 

○１６番（横山隆一君）  はい。 

○分科会長（西下敦基君）  関連ありますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、次のところを山下委員からお願いします。 

○１７番（山下 修君）  17番です。７款１項４目交流促進事業ということで、13団体の合宿
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の目的はどのようなスポーツだったのか。時間と宿泊先、宿泊人数、宿泊期間はどの程度で

あったのかということで、分かればお願いいたします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。榑林課長。 

○商工観光課長（榑林英介君）  商工観光課長です。この13団体についてですけども、市内の

球場を利用する野球チームが６団体、エコパで開催された学生のスポーツ大会への参加団体

が７団体となります。このうち、野球チームの高校生１団体を除いて全て大学生の団体とい

うことでございました。 

 時期とか宿泊人数とかについてですけども、時期は７月から９月の夏休み期間と２月から

３月の春休み期間となります。宿泊先は、市内のビジネスホテルです。令和５年度にスポー

ツ合宿等で市内に宿泊された方の数は427人、10人から50人程度の団体でお越しいただいてお

ります。宿泊期間は、短い団体で３日程度、長い団体では１週間から10日程度ということで

した。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。17番。 

○１７番（山下 修君）  17番です。これで来年度から指定管理が決まれば、この人数を相当

取り込めるというふうに考えてよろしいんでしょうか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。榑林課長。 

○商工観光課長（榑林英介君）  この前はまさにそのとおり、合宿でそのままたくさんの方に

利用されていたということになりますので。一般の宿泊客よりも来る人、そういう合宿の方

をターゲットすることは有効になるのですけど、指定管理者の提案にそういうのがあればと

いうふうに今思っていますけども、まだ今、今後の話になってしまいますのでと思います。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。17番。 

○１７番（山下 修君）  頑張ってください。 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑ございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、21番目の質問を私からさせてもらいます。 

○７番（西下敦基君）  ７款１項４目で、西部広域観光連携事業費ということで、事業成果に

おいて、遠州地域で連携し、来訪意向につながる取組が図られたとあるが、具体的内容と成

果についてお伺いします。 
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○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。榑林課長。 

○商工観光課長（榑林英介君）  商工観光課長です。遠州地域の連携については、菊川市、磐

田市、袋井市、掛川市、御前崎市、森町の５市１町で構成する遠州観光協議会で事業のほう

を進めております。実施した事業は、菊川、掛川、御前崎の東遠地域と磐田、袋井、森の中

遠地域において、静岡県内で活動されているＳＮＳを通じた情報発信力のある方、いわゆる

インフルエンサーを招いたモニターツアーを実施いたしました。 

 ツアーには、東遠地域では13名、中遠地域では21名の参加があり、各地域の観光地を取材

してＳＮＳで投稿してもらうとともに、ツアーの旅行商品化に向けたアンケートにご協力を

いただきました。参加者のアンケートでは、今まで知らなかったスポットを知ることができ

た、バランスのよいツアーであったなど、満足度が高い結果となり、今後の遠州地域でのプ

ロモーションの切り口の参考となりました。 

 また、遠州観光協議会で作成した観光パンフレット、遠州の旅を改訂、増刷を行いまして、

各市町で配荷するほか、県の東京、大阪事務所や富士山静岡空港等に配荷をしたところです。 

 以上です。 

○７番（西下敦基君）  分かりました。モニターツアーみたいなので、インフルエンサーがと

言ったんですけど、これって何名とか、１人だけだったのか、どんな方だったのか、もし情

報があればお伺いします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。榑林課長。 

○商工観光課長（榑林英介君）  インフルエンサー、１万人以上のフォロワーがいるような方

が４名ぐらいだということです。そんな投稿をまたいろいろしてもらって、おいしそうだと

か、田んぼアートがすごいとかというようなコメントを頂いたということでした。 

 以上です。 

○７番（西下敦基君）  分かりました。すごい評価が高かったので、ちょっと実感として、住

んでいる人間としてはそんなに魅力があるのかなというのがちょっとあったんですけども。

田んぼアートというのは、時期限定になったりとかするので。 

 今、田んぼアートって言ったんですけども、ほかにここの近辺で評価が高かったとかとい

う意見があったなら、もう少し具体的に教えていただければと思います。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。榑林課長。 

○商工観光課長（榑林英介君）  実際に回ったところがございまして、まず、ブルーベリーの

郷（笑声）。 
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         〔発言する者あり〕 

○商工観光課長（榑林英介君）  田んぼアートとくずシャリを食べてもらって、菊川の遠州地

区を周って菊川にきた場所になります。 

○７番（西下敦基君）  僕は獅子ケ鼻砦とか、そういったところに行ったのかなと思ったんで

すけど、そこではなかったですね。分かりました。 

○分科会長（西下敦基君）  では、僕は黙りますので、関連質疑、誰か。14番。 

○１４番（松本正幸君）  非常に重要な観光の事業の一つだと思うんですね。実質的にモニ

ターツアーを実施して、非常に満足度の高い結果ということが出ているもので、商品化に向

けて取組、今後の、そういったものに研究することは当たり前のことだと思うんですけれど

も。今、実際、本年度どのような動きをしているのか、この取組に対して。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。高木係長。 

○商工観光課商工観光係長（高木  君）  商工観光係長です。今年度はモニターツアーの評

価が非常に高くて、フォロワーからの反響があったということで、それを生かして、今度は

同じように、ＳＮＳやインターネットの情報に非常に敏感で、なおかつ購買力というか、実

際に来てもらったときにお金を落としてくれることが多い若い女性をターゲットに、今度は

ウェブコラム、ウェブを使ったコラムを展開しまして、そこと同じようにコースを紹介して、

そこでその辺を基にしたリーフレットを作成して、今、この広域遠州地域の同じ協議会の方

に配付するようにしています。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。14番。 

○１４番（松本正幸君）  僕の質疑は、先ほど商品化に向けて取り組みますということを言っ

たもんで、その取組に対して、本年度どういうふうに取り組んでいるのかということを聞い

ているんですけど、どうですか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。高木係長。 

○商工観光課商工観光係長（高木  君）  商工観光係長です。商品化といいますか、実際は

旅行会社等に、そのツアーを組んでいただくという形になるもんですから。そういったこと

についてはまた、そのツアーを見る中、今回、回ったり、モニターツアー実施した中で、実

際に、例えば県の観光商品のパンフレットとかの下のほうに掲載したり、そういう中で、旅

行会社のほうがツアーとして成立するというふうに判断していただければ、そういったツ

アーを今後組んでいくということになりますので。遠州観光協議会の中でツアーを組んでと

いうようなところまではいかないんですけども。ちょっと分かりにくくて申し訳ないんです
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けど。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

○１４番（松本正幸君）  いいです。 

○分科会長（西下敦基君）  いいですか。関連で。６番。 

○６番（須藤有紀君）  ６番 須藤です。二、三点伺いたいんですけど。 

 野猿は偶然の成功ということで、野猿バズって、今大分出ているみたいですけど。このモ

ニターツアーで狙ってやったことじゃなくて、偶然のバズリっていうことなのかっていう確

認が１点と、あと、今ターゲットは若い女性で、ウェブコラム取り入れて作成されるという

ことで答弁があったと思うんですけれども。これは以前おっしゃっていた、宿泊客で多いコ

ンサートに来る層が若い女性だから、その層の取り込みを狙っているということでよろしい

のか。旅行会社に、これからこのデータを基にプレゼンされて、ツアーをつくっていくって

いう考えでよろしいのか。 

 以上、お伺いできればと思います。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。榑林課長。 

○商工観光課長（榑林英介君）  まず、野猿ですけど、前ちょっと補正ときですかね、あれで

すけど。今回モニターツアーで野猿は回ってないので、野猿は正直、偶然というか、個人の

ＳＮＳから発信されてバズったというものと認識しております。 

         〔「女性の反応が」と呼ぶ者あり〕 

○商工観光課長（榑林英介君）  今回のモニターツアーは若い女性をというよりも、若い女性

から反応がよかったというというところでございます。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。６番。 

○６番（須藤有紀君）  ごめんなさい、この１個前に松本委員への答弁で、旅行会社にアプ

ローチしていくというようなこともおっしゃっていたので、このデータを基に旅行会社にプ

レゼンを行ってツアーを組んでいくという考え方でいいのかというのを、もう一度お答えい

ただければ。あと、今ターゲットを若い女性に絞っているわけじゃなくて、反応が比較的よ

かったですというだけで、絞っていく考え方はないということでいいんですかね。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。高木係長。 

○商工観光課商工観光係長（高木  君）  商工観光係長です。モニターツアーを実施してい

く中で、非常に若い女性からの反響が大きかったということで、ちょうど今年度の話になっ
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てしまうのですが、その方たち向けに、ちょっとまたＰＲできるような事業を今度またやっ

ていきたいというところで。旅行商品化についてですが、旅行会社にプレゼンというところ

まではなかなかちょっと行えないので、こういったツアーを紹介していく中で、また旅行会

社と協力して、次行くところができればまた進んでいきたいというような考えです。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が足りないようだったら、指摘をお願いします。６番。 

○６番（須藤有紀君）  大丈夫です。 

○分科会長（西下敦基君）  では、関連質疑ございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、次の質問、22番目を横山隆一委員、お願いします。 

○１６番（横山隆一君）  16番 横山です。７款１項４目の市観光協会連携事業費。質疑は、

委託料689万2,334円、負担金・補助金及び交付金1,213万8,000円の説明と適正額の精査につ

いて伺います。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。榑林課長。 

○商工観光課長（榑林英介君）  商工観光課長です。委託料689万2,334円、こちらは市観光協

会連携事業として、令和５年度から開始した市内周遊促進事業の市観光協会の委託料です。 

 委託の内容としましては、レンタサイクル用の自転車の整備と維持管理、ウェブコラムで

の紹介やパンフレット、周遊マップの作成、利用者のクーポンの発行など、レンタサイクル

事業に係る委託料となります。 

 負担金・補助金及び交付金の1,213万8,000円の内容は、菊川市観光協会の事業費や事務費、

人件費に対する観光協会運営事業費補助金が943万8,000円、菊川産業祭の実行主体である菊

川市イベント実行委員会の負担金が270万円となります。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

○１６番（横山隆一君）  16番ですが。金額は分かるんですが、要するに金額の適正性と書い

て精査ですね。これをどのように上げているんでしょうか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。榑林課長。 

○商工観光課長（榑林英介君）  委託料と補助金・負担金、特に完了検査や補助金申請におい

て、適正に支出していることを確認しているということです。（笑声） 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。16番。 

○１６番（横山隆一君）  それは言葉ではそういうふうになるんでしょうけど、精査というの
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は、適正かどうかということの評価ですよね。これはもっとほかの方法で何かできるような

気がするんですが。お金が出されていることを承知します、効果も無論認めてはいますけど

も、その辺の説明ができる、適正だということを説明ができるようにしていただきたいなと

思いました。 

 それで、１点気になるのは、やっぱり協会ですので、いろんな事業に観光協会が携わって

いるわけですけども、中には収益事業にもつながるものもあると思うんですよね。協会とし

て、そういった収益事業に当たるということについては問題はないんでしょうか。もし問題

ないのであれば、参加料であるとか、いろんな意味でお金が取れるところは取るというよう

な方策を取っていく必要があると思いますが、その辺はどうでしょうか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。榑林課長。 

○商工観光課長（榑林英介君）  商工観光課長です。観光協会の収支として、いつも最後報告

のほう頂いている中で、令和５年度におきましては、観光協会の方の人件費に対する補助と

かも行っているわけなんですけども。収支とすると……。 

         〔発言する者あり〕 

○商工観光課長（榑林英介君）  収益がすごく出ているわけじゃないです。観光協会としては

収益が出る事業もやっぱりやっていきながら、自走できるところのものを増やしていきたい

という考えは持っています。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。16番。 

○１６番（横山隆一君）  16番ですけど。今言ったとおり、昨今では産業祭だったり大きなイ

ベントですと、参加者というよりも団体が非常に多いわけですよね。そういったときにやっ

ぱり協会として問題がないようであるならば、参加料を取っていますけれども、参加料の適

正化であるとか、要するに一般会計から繰出しをしているわけですから、できるだけ事業に

影響がなければ、収益を上げていっていただくというような。これ社協さんもみんな、ほか

の関係団体というのはみんなそうなんですけどね。そういったような方向性を今後つくって

いかなければいけないと私は思いますので、ぜひその辺の話合いをしていただきたいなと思

います。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑がございますか。 

         〔「答弁」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  ごめんなさい。 
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○１６番（横山隆一君）  考えがあれば、また。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。榑林課長。 

○商工観光課長（榑林英介君）  答弁させていただきます。（笑声）いろんな観光協会も市役

所よりじゃなくて、いろいろと求めるものを求めていくべきだと思いますので、また一緒に

協力しながらやっていきたいと思います。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。よろしいですか。 

         〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑ございますか。14番。 

○１４番（松本正幸君）  14番。今、収益事業を展開するということで言われているんですけ

ども、観光協会自体がいろいろと税の登録とか、いろんな関係をしないと収益事業の展開と

いうのは非常に難しいと思うんですけれども、法人であれば何の問題ないですけれども。で

きるというような形でよろしいですか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。榑林課長。 

○商工観光課長（榑林英介君）  今の段階では難しいと思いますので、まずは補助金が少なく

なっているような形になろう……。 

○１４番（松本正幸君）  補助金とかそういうことじゃなくて、協会自体が基本的に収益事業

を展開できるかどうかということを言っている。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。 

 株式会社とかかと思いますけど。 

○商工観光課長（榑林英介君）  任意団体ですので、収益を求めることはできないという認識

でございます。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。 

         〔「できないの、できるんじゃないの」と呼ぶ者あり〕 

○１４番（松本正幸君）  本格的な収益事業ができないですね。 

○分科会長（西下敦基君）  ほかに質疑がある方は挙手にしてお願いします。よろしいですか

ね。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  じゃあ、次の23番、須藤委員からお願いします。 
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○６番（須藤有紀君）  ６番 須藤です。７款１項４目県観光協会連携事業費について伺いま

す。 

 レンタサイクルの利用者実績、人数、年齢、性別等、また、ターゲット層の見込みについ

てお伺いいたします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。榑林課長。 

○商工観光課長（榑林英介君）  商工観光課長です。レンタサイクルの利用者の令和５年度の

実績ですけれども、事業を開始した令和５年８月から令和６年３月末までの７か月間で173人

の利用がございました。年齢別では、39歳以下が56人で32.4％、40歳以上59歳以下が84人で

48.6％、60歳以上が31人で17.9％でした。性別では男性が98人で56.6％、女性が75人で

43.4％でございました。利用者の居住地ですけども、市内の方が39人、市内を除く県内が73

人、県外が61人で、市外の方が多く利用されていると、市外の方に多く利用していただきま

した。周辺市町のエコパ等でのイベント開催の際に、市内に宿泊する首都圏の若年層女性を

ターゲットとして、レンタサイクル事業を開始しましたが、実際の利用者は県内の他市町か

ら訪れる40代を中心とした利用が多く、女性を含むグループでの来訪者が、市内での消費額

が高いという傾向となりましたので、40代向けのポータルサイトのウェブ広告なども実施を

検討していきたいと思っております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。６番。 

○６番（須藤有紀君）  ６番 須藤です。先ほどの西部広域観光連携事業費のところでも、レ

ンタサイクルでもできそうな内容でモニターツアーされたんだなという印象を受けたんです

けれども。こうしたモニターツアーのアンケート結果とレンタサイクルを実際にやってみた

実績をつき合わせて、新たな考えというのはあるんでしょうか。ツアーの造成ですとか、今

後のレンタサイクルの改善の考えですとか、そうした研究はされているんでしょうか。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。榑林課長。 

○商工観光課長（榑林英介君）  商工観光課長です。レンタサイクル、これ当面やっていきた

いと思っておりますので、どういうところがターゲットとなるか、先ほどのモニターツアー

を参考にしながらやっていきたいと思っていますけど、具体的にこうだからここに行ったほ

うがいいんじゃないかというところまで、ちょっとたどりついてはいないような状況です。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。６番。 
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○６番（須藤有紀君）  ６番 須藤です。ちょっと検討していっていただければと思うんです

けれども。ちなみに40代が多かった、40代中心にグループでの参加が非常に収益も高めだと

いうことなんですけれども。こうした方たちが来てくれるきっかけとして多かったもの、来

訪のきっかけのデータとかはもし取っていらっしゃったらお伺いできればと思います。周知

方法で最も効果があったものは何かというところ。 

         〔「ちょっとお待ちください」と呼ぶ者あり〕 

○商工観光課長（榑林英介君）  データはあるようなので、少しお待ちいただけますか。 

○６番（須藤有紀君）  分かりました。先に行っていただいて、後からで大丈夫です。 

○分科会長（西下敦基君）  はい。ほかの質問します。 

○６番（須藤有紀君）  後で言っていただけるみたいなんで。 

○分科会長（西下敦基君）  はい。後で分かり次第ということで。 

○商工観光課長（榑林英介君）  分かり次第お答えします。 

○７番（西下敦基君）  関連質疑、自分からさせてもらってよろしいですかね。レンタサイク

ルの売上げというのはどれくらいあったのか。委託料までかかっていると思うんですけど、

それに対して戻りがどれくらいだったのかと、あと今初めて７か月間、本年度入っていると

思うんですけど、利用客はどんどん増えていっている状態なのか。あと年間どれくらい目標

にされているのか、もしそういったものがあればお答えいただければと思います。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。高木係長。 

○商工観光課商工観光係長（高木  君）  商工観光係長です。令和５年度のレンタサイクル

事業については、試走期間と、お試し期間ということで、県の観光協会の補助金ももらって

いますので、レンタル料金も徴収していませんので、実質、県の観光協会の補助金の中で賄

った事業、あと市の委託料の中で賄った事業になります。 

 利用者の状況ですけれども、今年の売上げ自体ははっきりしていないような形になります。

今年度ですけれども、８月までで110人程度ご利用いただいておりまして、年間の計画として

は400人程度を目標とはしているんですが、これから秋の行楽シーズンに入る中で、観光協会

のほうでツアーを組みながら、利用者を増やしていきたいと考えております。 

○７番（西下敦基君）  分かりました。これってお金、これからもかからないということでい

いかということと、あと台数が足りないこととかって、今何台あるんでしょうか、より多く

の団体がどこまで対応できるのか、その辺をお伺いします。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。高木係長。 
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○商工観光課商工観光係長（高木  君）  商工観光係長です。台数のほうですれども、今、

駅前に10台、小菊荘に５台置いておりまして、団体、ツアーが出ている分が今その15台をフ

ル活動する場合があるんですが、それ以上増やしてしまうと、どうしてもやはりツアーガイ

ドのほうが、15台以上で連なっていくと、ちょっと危ない部分が多くなりますので、最大で

もそれぐらいが適正かなと思っております。 

 採算のほうですすけれども、今年度からはレンタサイクルの利用料金を徴収しております

ので、そちらのほうと、あと観光協会のほうでツアーも組んでおりますので、そのツアーの

参加料金のほうが収益というような形になります。 

○７番（西下敦基君）  分かりました。自分からは以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  ほかに関連とかございますでしょうか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  ないようでしたら、24問目の質問を東委員からお願いします。 

○２番（東 和子君）  ２番 東です。７款１項５目消費者被害防止推進費、72ページです。

見守りネット研修の参加者減少の要因を伺います。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。榑林課長。 

○商工観光課長（榑林英介君）  商工観光課長です。令和５年度は、民生委員の方と市内の介

護事業者のケアマネージャー、あと一般の方を対象に、お金と悪質商法対策というテーマで

見守りネット研修会を実施いたしました。参加者は32名でした。前年度が42名でしたので、

減少しているということになります。民生委員の方に大勢、出席をいただきました。減少の

要因といたしましては、平日の日中開催ということもあって、都合がつかず欠席となった方

が多数いらっしゃったと推察しております。 

 また、研修テーマにつきましても、参加者がそのときそのときに興味のある内容を選んで

いく必要があると感じております。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  答弁が終わりました。再質疑ございますか。 

○２番（東 和子君）  ありません。 

○分科会長（西下敦基君）  関連質疑ございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、これで事前による質疑が終了となりますので……。 

         〔発言する者あり〕 
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○分科会長（西下敦基君）  答弁を求めます。高木係長。 

○商工観光課商工観光係長（高木  君）  商工観光課係です。先ほど、詳しくレンタサイク

ルの関係ですけれども、ちょっと大ざっぱな数字になってしまうんですが。レンタサイクル

があるということを知って来ていただいた方が大体30名程度、レンタサイクルがあるという

ことをウェブコラムとかそういうのを見て、インターネットですとか、あと市の観光協会の

ホームページを見て来ていただいた方が36名、あと逆に菊川市を訪問したい、菊川市で訪問

したいところがあったけれども、公共交通機関とかで行ける、駅から行く手段がなくて、そ

こでレンタサイクルを使って行こうと考えていただいた方が24名というような形になってお

りました。（笑声） 

         〔「来た理由は」と呼ぶ者あり〕 

○商工観光課商工観光係長（高木  君）  来た理由が、そのアンケートの中で来た理由とい

うものの中で、レンタサイクルがあったということが、設問の中であるのですが、その方が

一番多かったというような形になっているんですけれども。 

○６番（須藤有紀君）  確認して……。 

○分科会長（西下敦基君）  はい。確認を。６番 須藤委員。 

○６番（須藤有紀君）  ６番 須藤です。レンタサイクルがあると知ってきたというのはうれ

しい知らせではあるんですが、ＳＮＳを見て来られたのか、インターネットのウェブサイト

を見て来られたのか、それともチラシを見て来られたのか。何か媒体はどれを一番使って来

られたのかなというところが知りたくて。もし分かれば教えていただきたいのですが、いか

がでしょうか。 

○分科会長（西下敦基君）  高木係長。 

○商工観光課商工観光係長（高木  君）  レンタサイクルを知ったきっかけとしては、やは

りＳＮＳですとかウェブサイトが一番多くなっていて、半分以上の方がＳＮＳですとかウェ

ブサイトを見てレンタサイクル、そこでレンタサイクルを知って来ていただいています。 

○分科会長（西下敦基君）  後で担当窓口で。 

○６番（須藤有紀君）  そうですね。また一般質問でお伺いさせていただきます。 

○分科会長（西下敦基君）  これで一応事前によるものが終わって、商工観光課全体で質疑が

あればお願いします。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、以上で商工観光課の決算の審査を終了します。 
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 ここで、執行部は退席となります。 

 （  ）の都合で自由討議を建設経済部の中でさせて……。 

         〔発言する者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  自由討議をさせていただいて、その後また、よろしくお願いしま

す。 

 

休憩 午後 ２時１５分 

 

再開 午後 ２時１６分 

 

○分科会長（西下敦基君）  それでは、ただいまから自由討議を行います。ご意見のある委員

は挙手の上、発言をお願いします。たくさん課がありますので、各課１つずつ発言をお願い

します。 

 建設課ですと、道路の維持管理とか、あと通学路の話と、あと河川の話がありましたので、

もしここら辺でまたご意見があればお願いしたいです。16番。 

○１６番（横山隆一君）  16番ですが、安全な道路の維持管理について。特に雑木とか、草木

の問題ですが、市内の業者に年間通じて維持・保全というんですかね、雑木の管理等はやっ

てもらっているわけですけど、特定のところしかやってないということなんですけど、一、

二級、格付でいうということらしいんですが。 

 普段この辺走ると、山側なんか特にそうなんですが、民地との境もあると思うんですけど、

非常に草木が道路にはみ出していたり、あと幹線道の掛浜になんかしても、歩道に土がたま

って、そこに草木が生えているとか、見た目が非常に悪いですね。安全性のカーブなんか、

安全の視認性も悪いということで、もう少し管理について、細かいところまで調査をしてや

るような方向をしていくべきだと私は思いますが、いかがでしょうか。 

○７番（西下敦基君）  道路については、もう今、草が繁茂していて、本当に手が回ってない

し、パトロール本当にしているのかなと感じるところもあって、ただ聞くと、やっぱり危険

なところとか、通行に支障があるところだけしかできないのかなというのが現状ではないか

なと思うので。予算的な問題があるのかなと自分は思います。 

 あと同じことで、河川についても、もう流下そば以外はもうやらなくて、景観が悪いだけ

ではちょっと手を出せないというようになっていますので。ちょっとほっときすぎで、自治
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会でも手が出せなくなっているようなところは、特別な予算なのか、予算を増やすなりとか

対応していかないと、もっとひどくなってくるのではないかと私は思いますが、そこら辺は

予算の措置も私は必要だと思いました。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  ほかに、この関係についてご意見があればお伺いします。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  河川についてはよろしいですかね。あまり意見がなければ、取り

上げることもなくなると思いますけど。 

         〔「別の……」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  今、建設課から一応行っていたので、次に都市計とか、なければ

どんどん先に言いたいことを言ってもらって、足りないところは後で皆さんで補足してもら

うような感じで、各課１つずつぐらいは意見をいただきたいかなと思うんですけど、なけれ

ば……。 

         〔「いい」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  14番。 

○１４番（松本正幸君）  14番です。今の道路の維持管理とかというものは、当然、今言われ

たことが非常に課題になると思いますが。予算がつかないんですので、なかなか難しいと思

いますけど。 

 河川の関係なんですけれども、今日も県管理の河川とか、準用河川とか、普通河川とか、

いろいろ説明がされましたけれども。一級河川、いわゆる国が管理している河川のほうはい

いんですけれども、これから見直しを図っていくのは、県と市の保有している、管理してい

る河川が非常に事故を起こす原因だということで、国のほうも少しそういったものへ着目を

しているということも言われておりますけれども。やっぱり、今少しの雨でも大きな30ミリ、

50ミリ、40ミリとか、そういった時間雨量を来すような降雨量になっているもんですから、

いわゆる能力がないんですね。そういうことによって氾濫が当然出てくる、いわゆる内水面

の氾濫ということになりますので、ここへ少しお金をかけていくということが言われており

ますので。お金をかけると言っても、いわゆる国のほうとしても、支援をしていきたいとい

うことが言われているんですけれども、なかなか多い数になっていますので、なかなか難し

い局面だなと思うんですけれども。例の国土強靭化の５か年の加速化というのがあるんです

けども、そういった地域計画に乗るかどうかという動きがあると思うんですけど。やっぱり



 

－87－ 

そういった内水面の氾濫をできるだけ、財政の状況もあるんですけれども、細かく見ていく

必要があるんじゃないかな、そういうふうに感じております。 

○分科会長（西下敦基君）  ほかにご意見ある方。17番。 

○１７番（山下 修君）  17番です。どちらかというと、中山間地みたいな、牧之原の山間部

というんですか、ああいうところの道路、特に尾根を走っているような道路というので、今

すごくこう枝が伸びてきているわけなんですけれども。そういうのを伐採となると、じゃあ

この木を切っていいかどうか、地主に取りあえず話をしにゃいかんとかってよく、そういう

ことで面倒くさいなというようなルールもあるんですけれども。何か条例で、そもそも道路

の建築限界だというのがあるので、それにはみ出たものは自由にばっさばっさ切っても文句

を言っちゃいけないよと。そういう条例をつくるべきだなと私は思いますね。 

○分科会長（西下敦基君）  ありがとうございます。建設課はありますか。２番。 

○２番（東 和子君）  ２番 東です。先ほどの河川の市の管轄の河川の件なんですが、先月

の台風10号でも、やはり市が管轄する河川が氾濫して市道に水があふれたということで、皆

さん、準備しているので、土のうで来て対策をしたがために、床下浸水はなかったんですけ

れども、そういうことが昨今、線状降水帯等で、同じ場所が毎回道路に浸水するという事例

がありまして、地元は非常に困っております。やはり今松本委員がおっしゃったように、国

土強靱化計画で国がそういう率先してやるのであれば、積極的に市も対応していただかない

と、住民の皆さんたちは毎回雨が降るたびに不安とともに生活しているという現状ですので、

やはりしっかりそこは伝えていただきたいと思います。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  ほかに、建設課であれば。 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、次に都市計画課とかでいけば、駅北のこととか青葉通

り嶺田線とか、耐震改修、空き家、あと若者世帯の促進の補助金事業が今回ありましたが。

ご意見ここら辺であれば。駅北、空き家とか、皆さんどうでしょうか。 

         〔発言する者なし〕 

○７番（西下敦基君）  自分から。空き家で、ずっと課題になっていることですけど、見てい

てやっぱり本当に景観が悪いんで、それこそ台風とか何かあったときに、蜂の巣とかの問題

があったりとかして、なかなか立ち入れない問題だったので、ここら辺が、やっぱり、順次、

ひどいものからどんどん対応していっていただくしかないのかなと思います。職員の方、大

変だと思いますが、そこら辺も、何か法律が変わってからまた、もう少し進むのかなとは思
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うんですけど、どちらか、ここら辺が課題かと私は思いました。 

 以上です。ほかにご意見あれば。16番。 

○１６番（横山隆一君）  16番ですが、委員間討議なので、ちょっと言っておきたいと思いま

すが、繰り返しになりますけども、北の開発については、方向性というんですか手法が示さ

れたというだけで、特別にこういった方向でというところまではいかないわけですよね。 

 私は、最初から懸念しているのは、やっぱりいろんな種目の土地が混在しているというこ

ともあるし、立地的な状況もあるし、道路、幹線道路もどう進むにしても非常に難しいとい

うようなことを考えたときに、本当にこれは、現実問題、進むのかなという懸念があるんで

すけどね。単なる住宅団地だけになってしまうのかなというような懸念があるんですけど。 

 できれば、私は一旦、地権者の同意であるとか、方向性を出すのはいいんですけど、やっ

ぱりアドバイザーかが入って、もう一度練り直す必要があるなということをすごく感じるん

ですよね。水の問題にしても、農地の問題にしても、ちょっと解決できるような問題じゃな

いような気がします。私の思いですけど。 

○分科会長（西下敦基君）  じゃ、ちょっと。自分では、駅北については。 

 ただ、全く駅北って開発されていないわけじゃなくて、もうカインズがあったりとか、え

んてつがあったりとか、商業施設がある程度そろっていて、その北側になってくるので、住

宅がメインで、私はいいんじゃないかなとは思っています。 

 ただ、水害とか、そういった、しっかり、災害が起こんないようにとか、そういったこと

も考えてみるかなと思いますけど、今の段階としては、もう地権者の理解を得ていっている

という段階ですので。 

 ただ、またディベロッパーとか、また、そういったところと話を進めて、また具体化がど

のようにされていくのかは、ちょっとまだ読めないところがあると思いますので、スケジ

ュール的には遅れていないということでしたので、特に、自分は問題じゃないかなとは思っ

ています。どうですか。 

         〔「全然問題じゃないって。地権者と話をしてみりゃ分かるけど」と呼

ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  もし……。 

         〔「でも、来年はもう駅が開通するよね」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  発言は挙手にてお願いします。 

         〔「君の異議はいいけどさ」と呼ぶ者あり〕 
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○分科会長（西下敦基君）  ほかに駅北関係とか、ほかにも都市計画課でほかに意見があれば。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（西下敦基君）  なければ、商工観光課、先ほどしたと思うので、何かここでご意

見があればお願いします。 

○２番（東 和子君）  商工観光課。 

○分科会長（西下敦基君）  商工観光課の中でお願いしたい。２番。 

○２番（東 和子君）  ２番 東です。先に、交流促進事業の件なんですが、先般、補正で小

菊荘の施設全般を補修の予算が出ました。それに関していえば、小菊荘が非常に宿泊と

か…… 

         〔「補正ですから、補正じゃから」と呼ぶ者あり〕 

○２番（東 和子君）  補正予算が出たんですけども、この、ぜひ、交流促進事業の13団体が

市内の宿泊施設に泊まってスポーツをされるっていうことなんですけれども、ぜひ小菊荘と

連携して、それから野球なんかは、西方の運動公園なんかは、とてもすばらしい野球場があ

りますので、そういうものも連携しながら、菊川市にスポーツの宿泊をしていただいて、ス

ポーツを楽しんでいただくというような商工観光の広がりをしていただくとありがたいと思

いますので、意見として言わせていただきます。 

 以上です。 

○１６番（横山隆一君）  いいですか。 

○分科会長（西下敦基君）  16番。 

○１６番（横山隆一君）  その件ですけど、先ほど、私が申し上げたとおり、これまでも小菊

荘の収益事業の多くは団体だったんです。このところコロナの影響があって、それが（トウ

コウティ）だったところもあるし、指定管理者が撤退したということもあって、このところ、

これまで毎年のように大学とかにたくさん、今いう13団体ぐらいが来られて、非常に大きな

事業になっていたんですね。特に、朝の野球場であるとか、ほかの試合場所への送迎なんか

もバスで小菊荘がやったり、協力もしていたりしたんですけど、そのバスもなくなったとい

うこともある。 

 だから、先ほど言ったように、小菊荘だけではなくて、やはり獅子ヶ鼻峠であるとか、グ

ラウンドも含めて、指定管理者に、やっぱり一番指定管理者が、やっぱり一番そういったノ

ウハウというのは発揮できるところなんですよね。テリトリーというか、事業を一体的にや

っぱり進めるということが非常に重要だと思うんですけどね。 
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 ぜひ、今後、指定管理者が、今の指定管理者を選定するについての要件以上に、今後も活

動範囲を広めてもらって、一体的にやっぱり進めるということが必要だと思うんですよね。

本当に、そういった方向でやってもらいたいなと思います。 

○分科会長（西下敦基君）  はい、じゃ、ほかにご意見あれば。３番。 

○３番（坪井仲治君）  小菊荘の今の話ですけど、大学生の野球ですか、たしか今回ありまし

たが。 

 実は、ライオンズクラブで出るもんですが、年に１回、高校生の野球大会を小笠等とかと

対抗戦をやっているんです。来年は、実は東海大相模が来てくれるということで、３校でや

るんですが。 

 ただ、グラウンドが、実はいいグラウンドのようで駄目なグラウンドでして、フェンスと

か塗り替えやったんですけど、外野の芝なんか凸凹ですし、そこら辺のこと関係ないんです

けどね、やっぱり、そういうところを一番しっかりよくしないと、せっかく小菊荘もリニ

ューアルしたとしても、宿泊に来て、これ、合宿に来てくれないということはありますので、

全体的な整備が必要かと思います。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  ほかにご意見あれば。６番。 

○６番（須藤有紀君）  ６番 須藤です。小菊荘のお話とか、あと、レンタサイクルモニター

ツアー、いろんな交流人口が生まれるところにちょっと関連するんですけれども、どうして

そこに来られたのかっていうニーズの把握をもうちょっとしっかりやっていただいて、何を

きっかけで市外の方、県外の方が菊川市を知ったのか、来ようと思ったのかっていう周知方

法の把握で効果的な発信、発信力が弱いと、よく菊川市は言われるんですけど、効果的な発

信ツールは何かっていうのを、どうやって菊川市を知ったのかというのを後追いしていただ

ければ分かると思いますし、あと、どのニーズに合致したから、このツアーに参加されたの

かっていうのも、しっかりアンケートで調べていただければ、ニーズのあるところに収益は

発生すると思いますので、そうした調査をもう一段やっていただけたら大変ありがたいかな

と思いました。 

 県観光協会連携事業費でレンタサイクルのお話もありましたけれども、36名、レンタサイ

クルがあると知って来られて、24名でしたっけ、菊川市に行きたいけれども、駅からの手段

がなかったので、レンタサイクルを利用してきたっていうふうに、来られた方の70名ぐらい

が、もともと菊川市に興味があった、レンタサイクルに興味があったっていうような回答で
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したので、菊川市にもともと関心があった、もともとちょっと交流があった方がレンタサイ

クルきっかけに来られているということですので、裾野を広げる手段として何が有効かとい

うのも、もう一段研究していく必要があるんじゃないかなというのは感じました。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  では、商工観光課はこれくらいでよろしいですか。あれば。14番。 

○１４番（松本正幸君）  先ほど、西部広域観光連携事業の関係がね、少し説明をされていた

んですけれども、この事業というのは以前から全く変わっていないんですよね。 

 本来、商品化に向けた取組をするということであるならば、やっぱり広域連携の事業とし

て組むことが必要なんですね、早期に。やっぱり、いわゆるコロナが明けたときがチャンス

だと思っていたんですけれども、ちょうどこういう時期を迎えていて、それでまた、商品化

の取組が研究されないような状況での説明であったんですけれど、モニター調査をしっかり、

基礎調査をしながら、これなら事業化できますねということのあれをもらいながら、いわゆ

る商品化に向けた取組をするということなら分かるけれども、次年度へ反映していないんで

すよ、取組の関係が。 

 ですので、なかなか、一旦途切れたら、また元に戻ってやり直す、そういうことだと思う

もんですからね。担当の在り方、やっぱり自分らの、いわゆる一つの市でやるということは

不可能に近いと思うんですね。小菊荘を滞在型の観光のこれから期待できると思いますね。

やっぱり、それは主流ですね、いわゆるスポットをつくっていかなければならないと思うん

ですね。それにはまた、観光協会の力も必要だと思うんです。それも連携ですよね、本来。 

 行政が連携するよりか観光協会が連携して取り組む、行政の話だと思うんですけどもね。

そういった関係に向けても、それこそ観光振興、こういったものを図る必要があるんじゃな

いかな、そういうふうに思っています。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  ８番。 

○８番（鈴木直博君）  ８番 鈴木です。511か、教育資金の貸付けについてなんですけども、

今、去年1,490何万円ということなんですけど、返済についての支援というのをつけてもいい

んじゃないかな。 

 一つは、遠くに行ったり、ここから出ようとして卒業してから、菊川市から出ようとする

人もいるでしょうし、県外に行って勉強して、今度は菊川に帰ってくるという、その卒業し

てから３年間、菊川市に少なくとも３年間滞在するという、滞在というのか、住んでいる人
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に対しては返済金額の軽減というのか、大学というのはちょっとあれかもしれませんが、軽

減制度というのがあって、できるだけ菊川市に帰ってきてもらったり、とどめてもらったり、

そういうような制度をつくってみたらどうかなと。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  17番。 

○１７番（山下 修君）  交流人口とかいろいろ、観光の関係でというと、なかなか非常に目

ぼしい史跡とか、みんなが興味を示すようなところが非常に少ないわけですよね。 

 そういう中で、もしあれなら、一番人がいるというのは、食に触れる部分というのは、誰

しもが楽しみであるものですからね。菊川ならではの何か食もないかというような形で、無

理やり関係づけるなら、とろろ汁とかね、それとかメロンとかイチゴとか、そういったもの

で何か食を楽しむところをつくる。 

 最近、ラーメンのお店がだんだん、たくさんできてきたというような形で、すすきのじゃ

ないですけれども、何かそういったもので、菊川に行けばいろいろなラーメンのお店があっ

て楽しめるよとかね。食に対しての何か、交流をするための施策を何か考えたほうがいいん

じゃないのかな、そんなふうに思いますけど。 

○分科会長（西下敦基君）  商工観光課はよろしいですか。次、農林課もあります。あと茶業

もありますので、農林課でまず何かあれば。 

○  番（    君）  ちょっといいですか。今の関連で。 

○分科会長（西下敦基君）  関連で。 

○  番（    君）  一言。さわやかっていう、おいしい。駐車場を見ると、県外のナン

バーの車がいっぱいいるんですよね。それで、ゴルフ場の自動販売機はよくて、さわやかは

駄目だという、その辺をもうちょっと何か、さわやかのほうも考えて、自動販売機にするの

かどうかちょっと分かりませんが、検討する余地はあると思うんですが。本当に県外の車が

多くて、おいしいですよね。それは皆さんもご存じだと思いますが。そういう検討も必要じ

ゃないかな。 

 以上です。すいません。 

         〔発言する者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  発言は挙手の上、お願いします。 

 取りあえず時間もありますので、農林課のほうでお願いします。農業委員のこととか、後

継者のこととか、荒廃農地のこととかいろいろあったと思いますので、どうでしょうか。17
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番。 

○１７番（山下 修君）  じゃ、特産物の関係ですけれども、私、昔から、静岡県というのは、

柑橘類というのは育ちやすいとこだということなもんですから、それに関連したレモンもそ

うですけれども、最近、ミカンなんかでも再度植栽して生産されているような方もいるもん

ですからね。そういった柑橘類というのは、やっぱり、指定して伸ばすという形が特産品に

なるんじゃないのかなと、こんなふうに思うのですが、ミカンは何でしたっけ、今、一番、

出ている品種は。 

         〔「スルガエレガント」と呼ぶ者あり〕 

○１７番（山下 修君）  違う、違う。普通のミカン。 

         〔「青島」と呼ぶ者あり〕 

○１７番（山下 修君）  青島か。南のほうでは、農業委員の方が、青島をずっと植えられて

いるんだけども、それがなかなか採算も合うし、農業の中では利益に合っているようになっ

ている、こういうふうに聞いているもんですからね。やっぱり、その地域地域には本当に合

った作物というのはあるんで、無理やりよそのところから買ったものを持ってきても、うま

く育たないという部分もあるんじゃないかと思うんですよね。だから、昔ながらの柑橘類と

いうのは、非常に菊川に合っているんじゃないかなと思うんです。それに取り組んだ方がほ

うがいいんじゃないのかなと思って。 

○分科会長（西下敦基君）  ほかにご意見あれば。農林課で、ちょっと自分から。荒廃農地の

農業経営基盤強化推進費でいいのか、荒廃農地の関係で、磐田市だと１アールから貸し出し

ているか、個人に。あと、ほかですと、農地を防災に利用するみたいな感じで、そこが荒廃

農地を更地にして、何か農家にやってもらいながら、なんか防災でも活用できるような、何

かプラスアルファをつけていくようなことも一応やっていけば、大きな事業者にやってもら

うだけじゃなくて、個人でもちょっとやったりとかという施策も進めれば、多少もうちょっ

と進むし、ちょっと農業やってみれば、もっと大きくやってみようかなという個人も出てく

るかもしれないのかなと思っているんで、そういったことも検討していただければと、私は

思いました。 

 私は以上です。６番。 

○６番（須藤有紀君）  ６番 須藤です。先ほどの山下委員がおっしゃった地域特産物のとこ

ろで、松本委員のほうから、何を目的、これ、重点施策だけど何を目的にされているんです

かと聞いたときに、復興の経営につなげることを目的とおっしゃっていたんですけど、正直
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ですね、一連の答弁を聞いていて、これもう要らないんじゃないかという気がちょっとして

きてしまったといいますか、農家さんの、確かに高収益なんでしょうけど、手間もかかるの

で、あんまり農家さんのニーズがないということであれば、プッシュ型で今、市が作物決め

て補助を出していますけど、ちょっとやり方を変えるか、補助金そのものを廃止することも

検討していい状況じゃないかなというのはちょっと感じてしまいました。 

 本当に何のために必要なのかというのをもう一度考えていただいて、事業成果を踏まえて、

何のために必要な補助金なのかというのをもう一度考えていただいて、在り方をしっかり見

直していただいたほうがいいんじゃないかなというのは感じました。 

 委員長がおっしゃった荒廃農地、荒廃農地ということは農薬が抜けているので、有機栽培

のニーズが一応あるといいますか、有機栽培はしやすい土地になっていますので、ニーズは

ないということではあったんですけれども、ちょっと有機農業の方向で荒廃農地マッチング

も考えていただいてもいいんじゃないかなというのは感じました。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  ほかにご意見があれば。16番。 

○１６番（横山隆一君）  16番です。これ、一次産業の活性化というのは、前から言うように、

最近ずっと言わなくなったんですけど、もうかる農業をいかに作っていくかしかないんです

よね。今言う特産物を作ったといっても、流通の中で、それが、じゃ、農業経営を確立する

ためのものになっていくかというと、なっていかない。 

 だから、流通するものも、やっぱり考えていかなければいけないし、やはり茶においても

そうなんですが、フェアトレードみたいなものがね、やっぱり、制度を交えて構築しないと、

日本における農業というのが、活性化は、私は難しいと思っています。先進国あたりは、多

いところだと60％、70％の、やっぱりはフェアトレードをしているんですよね。そういった、

やっぱりシステムを、国を挙げてつくっていかないと、一次産業は衰退するばかり。それに、

結果として荒廃農地が生まれ、後継者がいなくなると、これが悪循環になっていくというこ

となので、ぜひ、そういったことで意見書を上げるなり、日本農業の形態を変えるというこ

とをやっぱり考えていかないかんと思います。 

 農業だけじゃなくて、私、漁業に携わっていますが、漁業も全く同じです。だから、一次

産業というのは非常に厳しい。だから、国が関与しないとやっていけないという、そういっ

たことからスタートしなきゃいけないと、私は思います。 

○分科会長（西下敦基君）  ほかにご意見あれば。14番。 
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○１４番（松本正幸君）  14番。今までに水田を活用して成功してきた事例というのがあるん

ですけれども、吉田のほうでよく出たと。要するに、水田の、いわゆる転換ばかりしない、

水田を残しつつ経営をする、そういったことですね。やっぱり洪水の関係、そういったもの

もあるもんですから、水田機能は残すということですね。 

 それと、森のほうでは、例のトウモロコシが盛んに行われているということなもんですか

ら、やっぱり、そういった利用の仕方を少し、今は野菜くらぶのほうでいろいろ野菜の関係

についてはやられているもんですから、そういった利用の仕方もあるもんで、例の今の、農

林課のほうで進めている地域特産物の事業の関係については、重要な事業になっているとい

うことなんで、いまいち、ちょっと制度的に難しいんじゃないかなと思います、やり方とし

てね。もう10年以上になっていますので、やっぱりある程度見直しを図る必要が今、来てい

るんじゃないかなと思うんですよね。 

 ということで、また新たな展開を図るための戦略、こういったものをつくる必要があるし、

やはり地域において、何が、それじゃ一番合った作物かというのもあるかと思うんですよね。

これを大いに皆さんが、もうかる農業として推進できるような形にできれば、産地化という

ことも期待できると思いますんで、真剣にやっぱり考えないといけないんじゃないのかな。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  11番。 

○１１番（横山陽仁君）  簡単に、菊川でもうかる農業があるかといったらないんですよ。今、

農業をやっている人で、菊川でもうかっているのは、イチゴとトマトだけなんですよ。お茶

も駄目、水稲も。水稲は、今年はいいそうですけど。 

 だから、もうかる農業といっても、今までは、例えば、お茶がもうからないから、いわゆ

る農閑期にもう一つ茶豆をやれば、トータル的に収入を増やせるという形で指導してきたけ

れども、ちょっと見方を変える必要があるかもしれません。 

 むしろ、さっき須藤さんが言ったように、お茶が駄目、もう年もいかくてやめる。そうし

たら、もっと逆に、それこそ、さっきの山下さんじゃないけれども、お茶の畑を全部もう果

樹園に変えて、もっと手間のかからない方法のレモンとか、そういうものに転換していく。

そうするほうが、いわゆる、なる時期だけだもんね、あれはね。あとは来てちょこっとやり

ゃいいだろう。 

 だから、手間のかからないものに変えて、その分だけ空いた時間を使うという、いろんな

やり方があると思うけど、今ここで踏ん張って変えていく。だから、茶業そのものも、これ
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だけ安くなりゃ、みんなでやる必要はないというぐらいの感じでやらないと駄目だと思うん

ですよ。 

○分科会長（西下敦基君）  じゃ、あと残り、茶業が残っていますので、茶業で終わり。 

         〔「厳しい話ばっかり」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  海外輸出と有機栽培で、誰か一人ぐらいご意見いただければ進め

たいと思いますけど、ほとんど意見を言われたな。17番。 

○１７番（山下 修君）  やっぱし、有機茶とか何とかの国内のお茶の消費量というのは減っ

ているんだもんで、やっぱり賄うところ、どこへ取るのかということと、やっぱり海外で伸

びているお茶のところじゃないにしても、広く販売して、その量を稼ぐ、そういった方向に

行かなければ、生産の量を賄う販売、飲んでいただくということはできないということの話

だね。やっぱり販路を拡大して、広く世界に販売していくということを取り組んでいただく

と。それだけ、県が主体になってやっていただく、ならんかなと思うんですよね。 

 以上です。 

○分科会長（西下敦基君）  茶業について、ほかにありますか。よろしいですか。16番。 

○１６番（横山隆一君）  16番ですが、今、山下君がそう言いますが、それができていれば一

番いいんですが。さっき課題で明確になったように、農家そのものも、やっぱり離反にする

能力がない、ＪＡもない、一部の茶商が頑張っているというふうな状況の中で、やはり底上

げをしていくためには、それは、方策は確かに、一部を有機栽培で作って輸出するとかとい

う方法はあると思うんですけど、やっぱり一体になって、やっぱり、この茶商はもうかって

いるけど、こっちは駄目だとか、この農家はいいけど、こっちは駄目だとかというんじゃな

くて、やっぱり全体の底上げをしていくためにも方策というのは考えないかんですね。 

 何が問題かといったら、先ほど言ったように、一体性がないというのは問題だということ

が明らかになっていたので、やはりその辺を解消してもらうような理解を団体に、特に、あ

まり書かなくてもいいかと思うんですが、ＪＡさんとか大きい団体が、やっぱり一番、私は

ネックだと思いますよ。その辺との話合いが一番大事だなと、私は思います。 

○分科会長（西下敦基君）  以上ということで、よろしいですかね。 

         〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  以上で、建設経済部の決算審査を終了します。 

 ただいま出されました意見等を基に分科会報告を作成し、一般会計予算決算委員会にて報

告させていただきます。 
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 それで、次に事業評価になりますので、５分ぐらい休憩して入っていただいて、そろった

らということで開始したいと思います。それぞれ１時間……。 

         〔「30分、40分遅れですね」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  そうですね、遅れていますので、各事務事業２つありますので、

１時間ずつぐらいを目安に考えていただければと思います。 

         〔発言する者あり〕 

○分科会長（西下敦基君）  早く終われば……。 

         〔発言する者あり〕 


